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「震源を特定せず策定する地震動に関する検討チーム』の検討結果を受けた

事業者からの意見聴取結果及びこれを踏まえた基準の改正方針について（第2回）

令和2年3月23日

原子力規制庁

1．概要

令和2年3月4日の令和元年度第68回原子力規制委員会でご議論いただいた標記の件に

ついて、前回の議論において挙げられたものも含め、以下の論点について引き続きご議論

いただきたい。

2．論点

（1）今後の地震動に関する知見収集について

今回、原子力規制委員会が設置した検討チームにおいて標準応答スペクトルを取りま

とめたが、今後の標準応答スペクトルの見直し'及び震源を特定せず策定する地震動に

関する知見の収集の在り方について整理する必要がある。

具体的には、①事業者に対して標準応答スペクトルの見直し作業を求めるかどうか、

②事業者に対して標準応答スペクトルの見直し作業や震源を特定せず策定する地震動に

関する知見の収集をどのような手段で求めるか（個別の設置変更許可の審査、安全性向

上評価の記載事項とする、指示文書（行政指導）により取組を求めるなど）についてご

議論いただきたい。

（2）新たな基準の対象となる原子力施設の整理について

標準応答スペクトルによる手法による評価を求める対象施設を整理する必要がある。

考えられる選択肢を資料3－2に示す。

（3）その他の論点

前回の資料（資料3－3）に記載のとおり。

＜資料一覧＞

資料3－2

資料3－3

資料3－4

対象施設の整理に関する選択肢

「震源を特定せず策定する地震動に関する検討チーム」の検討結果を受けた

事業者からの意見聴取結果及びこれを踏まえた基準の改正方針について（令

和元年度第68回原子力規制委員会資料8）

令和元年度原子力規制委員会第68回会議議事録一部抜粋

！「全国共通に考慮すべき『震源を特定せず策定する地震動』に関する検討報告書」（令和元年8月7日震源を特定せず策定する地震

動に関する検討チーム）の「2．8標準応答スペクトルに係る将来の課題」において、「中長期的な取り組みとして、新たに（2018年以

降に）起きた収集対象地震の地震動記録の分析を行い、定期的に標準応答スペクトルへの影響の確認等を行っていくことが重要と考えら

れる」旨が述べられている。
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資料3－2

対象施設の整理に関する選択肢

'HTTR、JRR-3、常陽及びKURを含み、NSRR、STACY、JAEA放射性廃棄物廃棄施股、KUCA及び近畿大学原子炉は含まない。

2RFS使用済燃料貯蔵施設は含まれる。既設の使用済み燃料貯蔵施設はRFS使用済燃料貯蔵施設のみである。

3日本原燃廃棄物管理施設を含み、JAEA廃棄物管理施設は含まない。

↓重大事故の考慮を要する施設（加工施設にあっては、プルトニウムを取り扱う加工施設に限る。）、及び、発生頻度が設計基準事故より低い事故であって施設から多趣の放射性物質又は放射線を放出する

おそれがあるものの考慮を要する試験研究用等原子炉施設をいう。

選択肢 考え方 対象となる施設

①基準地震動の策定を要求している施設 安全上重要な施設（耐震Sクラス施設）を有す

る施設。

今回の基準改正を最も広く適用する場合の整理

である。

･実用発電用原子炉施設

･再処理施設

･プルトニウム加工施設

･一部の試験研究用等原子炉施設】

･一部の貯蔵施設
2

･一部の廃棄物管理施設
3

②①のうち、重大事故又はBeyondDBAの考慮

を要する施設
4

基準地震動の策定を要求している施設のうち、

設計基準事故を超える事故への対策を要求してい

る施設。

①から一部の貯蔵施設及び一部の廃棄物管理施

設を除いた施設が対象となる。

･実用発電用原子炉施設

･再処理施設

･プルトニウム加工施設

･一部の試験研究用等原子炉施設！

③②のうち、重大事故の考慮を要する施設 基準地震動の策定を要求している施設のうち、

重大事故対策を要求している施設。

②から一部の試験研究用等原子炉施設を除いた

施設が対象となる。

･実用発電用原子炉施設

･再処理施設

･プルトニウム加工施設



資料3－3（令和元年度第68回原子力規制委員会資料8）

｢震源を特定せず策定する地震動に関する検討チーム』の検討結果を受けた

事業者からの意見聴取結果及びこれを踏まえた基準の改正方針について

1．概要

令和2年3月4日

原子力規制庁

令和元年度第28回原子力規制委員会において「震源を特定せず策定する地震動に関する検討チー

ム」の検討結果を受けた規制上の対応について審議した結果、経過措置について事業者から意見を

聴いた上で、基準の改正案を原子力規制委員会に諮る方針が了承された。

これを受け、原子力規制庁において作成した基準の改正案（イメージ）及び事業者からの意見聴

取結果を報告する。また、これを踏まえた今後の対応方針について原子力規制委員会においてご議

論いただきたい。

2．令和元年度第28回原子力規制委員会において了承された改正方針について

原子力規制委員会が令和元年度第28回原子力規制委員会において了承した改正方針は次のとおり

である。

○「震源を特定せず策定する地震動（全国共通）」】の策定に当たって標準応答スペクトルを用

いた評価を行うことを要求するよう、設置許可基準規則解釈及び審査ガイド等を改正する。

○標準応答スペクトルによる評価に加え、留萌地震を用いた評価を併せて求める。

○標準応答スペクトル2と留萌地震の応答スペクトル3との間に大きな差はないこと等から、留萌

地震を基に基準地震動を策定した原子力施設に対して、現時点で直ちに使用の停止や標準応答

スペクトルの審査・検査での適用を求める必要はない。

○事業者が対応するために必要な期間等については公開の会合で事業者の意見を聴く。

3．基準の改正案（イメージ）

上記2．に基づき、原子力規制庁において別紙1及び別紙2のようなイメージで改正案の作成を

進めている。

4．事業者からの意見聴取の結星

今回の基準改正に事業者が対応するために必要な期間等について、令和元年10月18日及び同年12

月24日の2回、事業者からの意見聴取を行った。

意見聴取での主なやりとりは、別紙3のとおりである。

！全国共通に考慮すべき震源を特定せず策定する地腰動をいう。

2「震源を特定せず策定する地震動に関する検討チーム」の検討結果において「鯉源を特定せず策定する地震動（全国共通）」と

して取りまとめた標準応答スペクトルをいう。
32004年北海道留萌支庁南部地震震のK-NET港町観測点の解放基盤波に余裕を持たせた地震動（硬岩サイトで使用されているレベ

ル）に対して試行的にNodaetal.(2002)の地盤増幅率により地震基盤相当面に補正した地震動を推定して設定した応答スペクト
ルをいう。
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5．議論を要する事項について
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意見聴取結果を踏まえ、原子力規制庁において基準改正に向けた検討を進めたところ、具体の改

正案を取りまとめる前に整理すべき事項が抽出された。ついては、次に示す論点及び対応方針（案）

についてご議論いただきたい。

（1）改正後に必要な申請手続

ア．論点

基準の改正に伴い必要となる手続として、原子炉等規制法において、原子力施設の位置、構

造及び設備を変更しようとするときは原子力規制委員会の許可を受けなければならない旨規

定されている。一方、これまでの審査の知見及び今般の意見聴取を通じて、基準地震動が策

定済みの原子力施設は、標準応答スペクトルに基づく解放基盤表面での地震動と現行の基準

地震動との比較により、設置変更許可申請を求めるべきものと申請不要なものに分けられる

と考えられる。以上を踏まえ、設置変更許可の申請・審査に先立ち全ての施殼に対して一律

に申請を求めるか否か、また、一律に申請を求めない場合には申請の要否を整理するプロセ

スの導入を検討する必要がある。

なお、事業者からは、改正基準の地震動評価について、改正基準施行後3か月以内に現行の

基準地震動との比較を報告し、その内容確認及び設置変更許可申請の要否を判断していただ

きたい旨、及び改正基準施行から9か月後までに改正基準に適合するための設置変更許可申

請を行うように期限を定めていただきたい旨の意見が表明されている。

イ．対応方針（案）

改正後の基準に適合している施設については、設置変更許可申請は不要である。これを確認

するために、以下のプロセスを設けることとしてはどうか。

事業者は、申請を不要と考える施設について、改正後の基準の施行後3か月以内に、申請が

不要であることを説明する文書を原子力規制委員会に提出する。この文書の提出があった施

設については、原子力規制委員会委員及び地震・津波審査部門の職員を中心とした公開の会

合で申請要否について審議し、審議結果を原子力規制庁から原子力規制委員会に報告する。

その上で、原子力規制委員会として申請を不要としてよいか判断する。

申請が不要と判断されなかった原子力施設（上記文書を提出しなかった施設を含む。）につ

いては、標準応答スペクトルによる評価を行う方針及びそれに基づく評価結果を記載する内

容の設置変更許可申請（又は現在審査中の申請の補正）を、改正後の基準の施行後9か月後

までに行うよう求める。この際、申請がなされない場合には、報告徴収命令その他の必要な

対応を検討する。
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経過措置については、新たな規制基準のいわゆるバックフイットの運用に関する基本的考え

方（平成27年ll月13日原子力規制委員会）に基づき、本件に関する安全上の重要性、被規制

者が対応するために必要な期間等を総合的に判断して設定する。

本件の安全上の重要性については、令和元年度第28回原子力規制委員会において確認したと

おり、今回策定した標準応答スペクトルと留萌地震の応答スペクトルとの間に大きな差はな

いことから、これまでの留萌地震を基にした基準地震動を用いた審査を否定するものではな

いといえる。また、今回の規制への取り入れに当たっての考え方は、基準地震動の策定プロ

セスを改善するものであり、新しい標準応答スペクトルによる手法で評価を行った結果、基

準地震動が見直される可能性はあるものの、施設・設備に対する要求レベルそのものを変更

するものではない。以上を踏まえると、改正後の基準を即時に適用する必要はないと考えら

れる。

事業者からは、設置変更許可までの期限ではなく設置変更許可申請について期限を定めて欲

しい旨、及び、工事計画認可・使用前検査の対応期間は申請施設数や基準地震動の審査結果

によって大きく変わりうるため各施設の設置許可がなされた時点でその後に必要な経過措置

期間を提案したい旨の意見が表明されている。

これらの意見に対して、前者については、設置変更許可申請に係る審査に期限を設けなけれ

ば改正基準への適合が適切に行われないおそれがあり、この点を踏まえた経過措置を定める

必要がある。後者については、これまでの審査の知見及び今般の意見聴取を踏まえると、標

準応答スペクトルに基づく評価によって基準地震動が変わる原子力施設は、施設への影響の

詳細や工事の規模・見通し等が（改正後の基準に適合するための）設置変更許可申請に係る

審査において明らかになるという性質があり、これを踏まえた経過措置を定める必要がある。

イ．対応方針（案）

以上を踏まえ、以下のように設置変更許可と工事計画認可・使用前検査の経過措置を分けて

規定してはどうか。

改正前の基準に基づく基準地震動の審査状況にかかわらず、改正基準の施行から設置変更許

可までの間、一律の猶予期間を設ける。また、これまでの審査の知見及び今般の意見聴取を

踏まえ、期間は3年間とする。なお、上記（1）イ．で申請が不要と判断された施設につい

ては、既に改正後の基準に適合している状態であるため特段の手続は不要である。

事業者は、上記の経過措置期間中であれば、現在審査中の設置変更許可申請の中で改正基準

に適合するか、又は別の設置変更許可申請により改正基準に適合するか、どちらの手法で適

合してもよい。

また、工事計画認可及び使用前検査の猶予期間は、基準改正時点では「原子力規制委員会が
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別に定める日まで」の経過措置を設けるにとどめ、改正後の基準に基づく設置変更許可の審

査が進み、各施設への影響の詳細や工事の規模・見通し等が明らかになった時点で、全施設

一律の終期（確定日）を定める。

なお、他の審査・検査案件との関係については、従来の基準改正案件と同様に、経過措置期

間中は改正前の基準を適用して審査等の手続を行う（改正基準に適合するための手続を除

く。）。

6今後の予定

本日の審議結果を踏まえ、事務局において基準の改正案を作成し、改正案及び改正案に対する意

見募集について原子力規制委員会においてご審議いただくこととしたい。

＜資料一覧＞
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別紙1実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈の改

正イメー ジ と今ｷニユヱ

別紙2基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイドの改正イメージ実用発電用原子炉及びその

R糾犀-k結壹座/ハイ寺雲鐸男生T男プ1t曼匹ｲ繧河、宜三ｼ生)一同目寺･Z土日日11/7-､嶺刀平口／ハ宮fｧ莚オーJ－今ツ
FT丁……￥＝0－トー一、01コ一一一曹0－〃1回＝一一一戸’－9ハJノ・ノノソレクも．』マーノ』T'〃、画一一斗』－0〆一

別紙3意見聴取での主なやりとりについて逼重ｼ俸判I'塞詞'私γ慌蒜+雲菫型三EI--F&j.)テイ護云壼枩‐拝〃暦/ハRfpI三
一一オーーーノヘ二ヶJへ当O0nJJ…､…041〆弓手11ー0〃0､‐~画一／ザ01マーー－

参考1

参考2

千一z

「震源を特定せず策定する地震動に関する検討チーム」の検討結果を受けた規制上の対応

について（令和元年度第28回原子力規制委員会資料2）一部抜粋

令和元年度原子力規制委員会第28回会議議事録一部抜粋
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○実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈の改正イメージ

（下線部分及び破線で囲んだ部分は改正部分、二重下線部分は改正前欄に掲げる規定を改正後欄に掲げる規定として移動。）

劃
、
、
唖

改正後 改正前

第4条（地震による損傷の防止）

1～4（略）

(別記2）

5第4条第3項に規定する「基準地震動」は、最新の科

学的。技術的知見を踏まえ、敷地及び敷地周辺の地質。

地質構造、地盤構造並びに地震活動性等の地震学及び地

震工学的見地から想定することが適切なものとし、次の

方針により策定すること。

■■■■■

｛■■■■

ｨ■■■■■■

ｊ
ｊ

略
略

く
く

三上記の「震源を特定せず策定する地震動」は、震源

と活断層を関連づけることが困難な過去の内陸地殻内

の地震について得られた震源近傍における観測記録を

基に、各種の不確かさを考慮して敷地の地盤物性に応
－

じた応答スペクトルを設定して策定すること。

なお、上記の「震源を特定せず策定する地震動」につ

いては、次に示す方針により策定すること。

第4条（地震による損傷の防止）

1～4（略）

(別記2）

5第4条第3項に規定する「基準地震動」は、最新の科

学的。技術的知見を踏まえ、敷地及び敷地周辺の地質。

地質構造、地盤構造並びに地震活動性等の地震学及び地

震工学的見地から想定することが適切なものとし、次の

方針により策定すること。

■■■■■■

’
一

ｊ
ｊ

略
略

く
く

三上記の「震源を特定せず策定する地震動」は、震源

と活断層を関連づけることが困難な過去の内陸地殻内

の地震について得られた震源近傍における観測記録を

収集し、これらを基に、 各種の不確かさを考慮して敷

地の地盤物性に応じた応答スペクトルを設定して策定

すること 。

なお、上記の「震源を特定せず策定する地震動」につ

いては、次に示す方針により策定すること。
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①「震源を特定せず策定する地震動」として、「全国

共通に考慮すべき地震動」及び「地域性を考慮する

地震動」の2種類を検討すること。‐

②全国共通に考慮すべき地震動の策定に当たっては、

震源近傍における観測記録を収集して得られた次の

知見をすべて用いること。

■ 2004年北海道留萌支庁南部地震の防災科学技

術研究所が運用する全国強震観測網の港町観測点

における観測記録から推定された基盤地震動

･震源近傍の多数の地震動記録に基づいて策定した

判h壼茸舟監士口型舌rM雲茸舟盈糸、匡命制h舟隻+苗什痘壼禍§J1、

さく地震動としては地震基盤面と同等とみなすこ

とができる地盤の解放面で、せん断波速度Vs==

2200m/s以上の地層をいう。）における標

準応答スペクトルとして次の図に示すもの

(新設）

(新設）
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I擬似速度応答スペクトル(h=5％）
I (新設）

コントロールポイント

ロカ1個

周期(51

地震基盤相当面における標準応答スペクトル
lⅡlﾄｲPｲﾛIDI ロ ー ー ー ー 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一一

○解放基盤表面までの地震波の伝播特性を必要に応じ

て応答スペクトルの設定に反映するとともに、設定

された応答スペクトルに対して、地震動の継続時間

及び経時的変化等の特性を適切に考盧すること。

①解放基盤表面までの地震波の伝播特性を必要に応じ

て応答スペクトルの設定に反映するとともに、設定

された応答スペクトルに対して、地震動の継続時間

及び振幅包絡線の経時的変化等の地震動特性を適切

に考盧すること。

②上記の｢震源を特定せず策定する地震動｣として策定

された基準地震動の妥当性については、申請時にお

ける最新の科学的・技術的知見を踏まえて個別に確

認すること。その際には、地表に明瞭な痕跡を示さ

④上記の｢震源を特定せず策定する地震動｣として策定

された基準地震動の妥当性については、申請時にお

ける最新の科学的・技術的知見を踏まえて個別に確

認すること。

ない震源断層に起因する震源近傍の地震動につい

や
、
画
②

軸
も
心
令
壱
◇
ｄ
ゆず

勅
勘

平
手

水
上

一
一

減
ず
ダ
ダ
鐸
垂

ゲ
イ
抄

間期

(8）

0.02

0.03

0．04

O‘06

0.09

0.15

0．30

0．60

5.00

水平動

擬似連庇

(cn撫）

1.91

3，50

630

12割00

20.00

31．00

43.00

60．00

60.00

上下動

擬似連便

(c柵崎

t､27s

2．500

4.400

7.800

13．000

19.000

茎6.000

35．00，

35.000
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四（略）

6～8（略）

て、確率論的な評価等、各種の不確かさを考慮した

評価を参考とすること。

四 （ 略 ）

6～8（略）
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○基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイドの改正イメージ

(下線部分は改正部分）
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改正後 改正前

I・基準地震動

1．総則

1.1目的

本ガイドは、発電用軽水型原子炉施設の設置許可段階の耐震設

計方針に関わる審査において、審査官等が実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成25

年原子力規制委員会規則第5号）並びに実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（原

規技発第1306193号（平成25年6月19日原子力規制委員会決

定）。以下「解釈」という。） の趣旨を十分踏まえ、基準地震動

の妥当性を厳格に確認するために活用することを目的とする。

基準地震動の策定に係る審査のフローを図－1に示す。

I.基準地震動

1．総則

1.1目的

本ガイドは、発電用軽水型原子炉施設の設置許可段階の耐震設

計方針に関わる審査において、審査官等が実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成25

年原子力規制委員会規則第5号）並びに実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（原

規技発第1306193号（平成25年6月19日原子力規制委員会決

定））の趣旨を十分踏まえ、基準地震動の妥当性を厳格に確認す

るために活用することを目的とする。

基準地震動の策定に係る審査のフローを図－1に示す。
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【基地埠砺曲筐室フロー】
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図－1基準地震動の策定に係る審査フロー

1.2適用範囲（略）

1.3用語の定義

本ガイドにおける用語の定義及び用法については、原則として

新規制基準における用語の定義及び用法にしたがうこととし、さ

らに以下によるものとする。

(1） ～ (5）（略）

（6）「震源を特定せず策定する地震動」とは、敷地周辺の状況

等を十分考慮した詳細な調査を実施しても、なお敷地近傍に

おいて発生する可能性のある内陸地殻内の地震の全てを事前
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図－1基準地震動の策定に係る審査フロー

1.2適用範囲（略）

1.3用語の定義

本ガイドにおける用語の定義及び用法については、原則として

新規制基準における用語の定義及び用法にしたがうこととし、さ

らに以下によるものとする。

(1） ～ (5） (略）

（6）「震源を特定せず策定する地震動」とは、敷地周辺の状況

等を十分考慮した詳細な調査を実施しても、なお敷地近傍に

おいて発生する可能性のある内陸地殻内の地震の全てを事前
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に評価しうるとは言い切れないことから、敷地近傍における

詳細な調査の結果にかかわらず、全ての敷地（対象サイト）

において考慮すべき地震動をいう。この「震源を特定せず策

定する地震動」は、「全国共通に考慮すべき地震動」及び

「地域性を考慮する地震動」の2種類がある。

2．基本方針（略）

3．敷地ごとに震源を特定して策定する地震動（略）

3.1～3.3（略）

4．震源を特定せず策定する地震動

4.1策定方針

（1）「震源を特定せず策定する地震動」は、震源と活断層を関

連づけることが困難な過去の内陸地殻内の地震について得

られた震源近傍における観測記録を収集し、これらを基に

各種の不確かさを考慮して敷地の地盤物性に応じた応答ス

ペクトルを設定して策定されている必要がある。

(2）（略）

（3）地震動の策定においては、設定された応答スペクトルに対

して、地震動の継続時間及び経時的変化等の特性が適切に
－■■■■ ■■■■■■■■■■■■■

評価されている必要がある。

に評価しうるとは言い切れないことから、敷地近傍における

詳細な調査の結果にかかわらず、全ての敷地（対象サイト）

において共通的に考慮すべき地震動であると意味付けた地震

動をいう。

2．基本方針（略）

3．敷地ごとに震源を特定して策定する地震動（略）

3.1～3.3（略）

4．震源を特定せず策定する地震動

4.1策定方針

（1）「震源を特定せず策定する地震動」は、震源と活断層を関

連づけることが困難な過去の内陸地殻内の地震について得

られた震源近傍における観測記録を収集し、これらを基に

各種の不確かさを考慮して敷地の地盤物性に応じた応答ス

ペクトルを設定して策定されている必要がある。

(2）（略）

（3）地震動の策定においては、設定された応答スペクトルに対

して、地震動の継続時間、振幅包絡線の経時的変化等の地
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(4）（略）

4.2地震動評価

4.2.1検討対象地震の選定と震源近傍の観測記録の収集

(1）（略）

（2）-｢全国共通に考盧すべき地震動」の検討対象地震の選定に

おいては、地震規模のスケーリング（スケーリング則が不

連続となる地震規模）の観点から、「地表地震断層が出現

しない可能性がある地震」を適切に選定していることを確

認する。

（3）「地域性を考慮する地震動」の検討対象地震の選定の際に

は、「事前に活断層の存在が指摘されていなかった地域に

おいて発生し、地表付近に一部の痕跡が確認された地震」

についても検討を加え、必要に応じて選定していることを

確認する。

〔解説〕

（1）「地表地震断層が出現しない可能性がある地震」は、断層

破壊領域が地震発生層の内部に留まり、国内においてどこ

でも発生すると考えられる地震で、震源の位置も規模も推

定できない地震として地震学的検討から全国共通に考慮す

震動特性が適切に評価されている必要がある｡

(4）（略）

4.2地震動評価

4.2.1検討対象地震の選定と震源近傍の観測記録の収集

(1）（略）

（2）検討対象地震の選定においては、地震規模のスケーリング
－

(スケーリング則が不連続となる地震規模）の観点から、

｢地表地震断層が出現しない可能性がある地震」を適切に

選定していることを確認する。

（3）また、検討対象地震の選定の際には、「事前に活断層の存

在が指摘されていなかった地域において発生し、地表付近

に一部の痕跡が確認された地震」についても検討を加え、

必要に応じて選定していることを確認する。

〔解説〕

（1）「地表地震断層が出現しない可能性がある地震」は、断層

破壊領域が地震発生層の内部に留まり、国内においてどこ

でも発生すると考えられる地震で、震源の位置も規模もむ

からない地震として地震学的検討から全国共通に考慮すべ
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べき地震(Mw6.5程度未満）であり、震源近傍において地

震動が観測された地震を対象とする。

－

（2）「事前に活断層の存在が指摘されていなかった地域におい

て発生し、地表付近に一部の痕跡が確認された地震」は 、

震源断層がほぼ地震発生層の厚さ全体に広がっているもの

の、地表地震断層としてその全容を表すまでには至ってお
1■■■■■■■■

らず、震源の規模が推定できない地震(Mw6.5程度以上）

である。なお、活断層や地表地震断層の出現要因の可能性

として、地域によって活断層の成熟度が異なること、上部

に軟岩や火山岩、堆積層が厚く分布する場合や地質体の違

い等の地域性があることが考えられる。このことを踏ま
ー

え 、 観測記録収集対象の地震としては、以下の地震のうち

震源近傍において地震動が観測されたものを個別に検討す

る必要がある。

(削る）

①活断層の密度が少なく活動度が低いと考えられる地域
－

で発生した地震（例:2000年烏取県西部地震）

②上部に軟岩や火山岩、堆積層が厚く分布する地域で発
－

(削る）

生した地震（例:2008年岩手・宮城内陸地震）

(2）

き地震（震源の位置も規模も推定できない地震(Mw6.5未

満の地震））であり、震源近傍において強震動が観測され

た地震を対象とする。
0●

－

｢事前に活断層の存在が指摘されていなかった地域におい

て発生し、地表付近に一部の痕跡が確認された地震」は 、

震源断層がほぼ地震発生層の厚さ全体に広がっているもの

の、地表地震断層としてその全容を表すまでには至ってい

ない地震（震源の規模が推定できない地震(Mw6.5以上の

地震））であり、孤立した長さの短い活断層による地震が

相当する。なお、活断層や地表地震断層の出現要因の可能

性として、地域によって活断層の成熟度が異なること、上

部に軟岩や火山岩、堆積層が厚く分布する場合や地質体の

違い等の地域差があることが考えられる。このことを踏ま
ー

え、 観測記録収集対象の地震としては、以下の地震を個別

に検討する必要がある。

①孤立した長さの短い活断層による地震

－

②活断層の密度が少なく活動度が低いと考えられる地域
－

で発生した地震

○上部に軟岩や火山岩、堆積層が厚く分布する地域で発
－

生した地震

（3）震源を特定せず策定する地震動の評価において、収集対象

となる内陸地殻内の地震の例を表－1に示す。
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表－1収集対象となる内陸地殻内の地震の例(削除）

Nol ｜
’

NC

2008年岩手．宮城内陸地震

2000年鳥取県西部地震

2011年長野県北部地渡

1997年3月鹿児島県北西部地震

2008/06/14'08543

2000/10/06,13:30

2011/03/12,03:59

1997/03/26,17:31

2003/07/26,07:13

1996/08/11,03:12

1997/05/13,14:38

1998/09/03,16:58

2011/03/15.22:31

1997/06/25,18:50

2011/03/19,18:56

2013/0〃25,16:23

2004/12/14,14:56

2005/04/20,06:11

2012/03/10,02:25

2011/07/05｡19:18

１
２
３
４
５
６
７
８
９
扣
川
旭
梱
側
帽
拓

MW6.9

MW6.6

Mw6.2

Mw6.1

MW6.1

Mw6.0

MW6.0

Mw5.9

MW5.9

Mw5.8

Mw5.8

Mw5.8

Mw5.7

Mw5.4

MW5.2

Mw5-O

2003年宮城県北部地震

1996年宮城県北部(鬼首)地霞

1997年5月鹿児島県北西部地震

1998年岩手県内陸北部地震

2011年静岡県東部地歴

1997年山口県北部地震

2011年茨城県北部地震

2013年栃木県北部地震

2004北海道留萌支庁南部地震

2005年福岡県西方沖地震の最大余震

2012年茨城県北部地震

2011年和歌山県北部地震

■

今

■

応答スペクトル（地震動レベル）の設定と妥当性確認

（略）

震源を特定せず策定する地震動の評価においては、以下の

42．2応答スペクトル（地震動レベル）の設定と妥当性確認

（1）（略）

（新設）

4.2.2

（1）

（2）

検討が行われていることを確認する。

①「全国共通に考盧すべき地震動」については、解釈別記2

第4条第5項第3号②に掲げる知見を用いて解放基盤表面

地震名 日時 規模
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面
“

における応答スペクトル（地震動レベル）を評価している

ことを確認する。

②「地域性を考慮する地震動」については、検討対象地震の

震源周辺及び敷地周辺における地質構造や変動地形の類似性

等を検討していること、及び、その結果を踏まえて必要に応

じて収集した観測記録に基づき適切な応答スペクトル（地震

動レベル）が設定されていることを確認する。

（3）設定された応答スペクトルに対して模擬地震動を作成する

場合には、複数の方法（例えば、正弦波の重ね合わせによ

る位相を用いる方法、実観測記録の位相を用いる方法等）

により検討が行われ地震動が作成されていることを確認す

る◎
－

(新設）
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擬似速度応答スペクトル(h=5%)
1000

コントロールポイント
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0.1陰

0．01 1 100.1

周期(s)

図－2地震基盤相当面における標準応答スペクトル

〔解説〕

(新設）

〔解説〕

（1）「地震基盤相当面」とは、地震基盤からの地盤増幅率が小

さく地震動としては地震基盤面と同等とみなすことができる

地盤の解放面である。原子力規制委員会「震源を特定せず策

定する地震動に関する検討チーム」報告書（令和元年8月7

日）では地震基盤相当面のせん断波速度はVs=2200m/s以上

と定義している。

設定された応答スペクトル（地震動レベル）の妥当性の確 設定された応答スペクトル（地震動レベル）の妥当性の確ｊｌ
－く（2）

一

く、r動､豆i会う
｜
緬
麺
一
・
斗

玉
一
一
一Ｉ

、ﾄ､､J漣榊

薑〃

／
伊
紗

ぷ

ぷ

捗
捗

●

姑
屯
心
坊

寺

栖
聯

鯲
郁
一
に〆

●

冬

ケ
や一

‐
ｐ
■

〃
一

〃

｜
‘
・
肥
Ｉ
‐
脈
二
一

や
③
Ｊ
や
一

2 害 … '

：fK下側1

周期

(s）

0．02

0．03

0.04

0．06

0．09

0.15

0．30

0．60

5．00

水平動

擬似速度

(cm/s）

1.910

3．500

6.300

12．000

20．001

31．000

43.000

60．000

60．000

上下動

擬似速度

(cm/s）

1.273

2.50’

4.40’

7.801

13．00’

19.00’

26．00’

35．00’

35．000
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認1こおいて確率論的な評価を参考とする場合は、 例えば、

原子力安全基盤機構「震源を特定しにくい地震による地震

動の検討に関する報告書：2005」、「震源を特定せず策定

する地震動の設定に係る検討に関する報告書:2009」等に

基づく地震動の超過確率別スペクトルを参照する。併せ

て、原子力安全委員会による ｢仮想震源を用いた面的地震

動評価」に基づき地震動の妥当性が検討されていることを

確認することが望ましい。

5．基準地震動

5.1策定方針（略）

(1） ～ (3）（略）

5.2基準地震動の策定

（1）。（2）（略）

（3）震源を特定せず策定する地震動による基準地震動は、設定

された応答スペクトル（地震動レベル） に対して、地震動

の継続時間理ｴﾑ経時的変化等の控進が適切に考慮されてい

ることを確認する。

(4）（略）

6．超過確率（略）

認と_L工、例えば原子力安全基盤機構によそと「震源を特定

しにくい地震による地震動:2005」、「震源を特定せず策

定する地震動:2009」等に基づく地震動の超過確率別スペ

クトルを参照する。併せて、｜日原子力安全委員会による

｢仮想震源を用いた面的地震動評価」に基づき地震動の妥

当性が検討されていることを確認することが望ましい。

5．基準地震動

5.1策定方針（略）

(1） ～ (3）（略）

5.2基準地震動の策定

（1）。（2）（略）

（3）震源を特定せず策定する地震動による基準地震動は、設定

された応答スペクトルに対して、 地震動の継続時間、振幅

包絡線の経時的変化等の地震動特性が適切に

ることを確認する。

(4）（略）

6．超過確率（略）

－

考慮されてい
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6.1評価方針

（1）。（2）（略）

〔解説〕

（1）地震ハザード解析による一様ハザードスペクトルの算定に

おいては、例えば 、
■■

日本原子力学会「原子力発電所の地震

を起因とした確率論的安全評価実施基準:2007」一地震調

査研究推進杢萱&「確率論的地震動予測地図」、原子力安全

基盤撞撞「震源を特定しにく い地震による地震動の検討に

関する報告書：2005」、「震源を特定せず策定する地震動

の設定に係る検討に関する報告書:2009」等に示される手

法を適宜参考にして評価する。

6.2（略）

7．入力地震動

7.1～7.2（略）

8．留意事項

基準地震動の策定及び超過確率の算定に係る全プロセス（評価

条件、評価経過及び評価結果）を確認する。

6.1評価方針

（1）。（2）（略）

〔解説〕 〃

（1）地震ハザード解析による一様ハザードスペクトルの算定に

おいては、例えば日本原子力学会による「原子力発電所の

地震を起因とした確率論的安全評価実施基準:2007」や地

震調査研究推進本部による ｢確率論的地震動予測地図」 、

原子力安全基盤機構による「震源を特定しにくい地震によ

る地震動:2005」、「震源を特定せず策定する地震動

2009」等に示される手法を適宜参考にして評価する。

6.2（略）

7．入力地震動

7.1～7.2（略）

8．留意事項

●
■

基準地震動の策定及び超過確率の算定に係る全プロセス（評価

条件、評価経過及び評価結果）を確認する。
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Ⅱ．耐震設計方針（略）

Ⅲ附則

この規定は、平成25年7月8日より施行する。

本ガイドに記載されている手法等以外の手法等であっても、そ

の妥当性が適切に示された場合には、その手法等を用いることは

妨げない。

(削る）

Ⅱ．耐震設計方針（略）

Ⅲ、附則

この規定は、平成25年7月8日より施行する。

本ガイドに記載されている手法等以外の手法等であっても、そ

の妥当性が適切に示された場合には、その手法等を用いることは

妨げない。

また、本ガイドは、今後の新たな知見と経験の蓄積に応じて、

それらを適切に反映するよう見直していくものとする。



意見聴取での主なやりとりについて 匝
事業者意見（概要）

【申請手続について】

○改正基準の地震動評価について、改正基準施行から3

か月以内（基準地震動が審査中である施設は、新規制

基準に係る設置変更許可後3か月以内）に、現行の基

準地震動との比較を報告し、その内容確認及び設置変

更許可申請の要否を判断していただきたい。

○標準応答スペクトルに基づく解放基盤表面での地震動

が現行の基準地震動を超えないサイトは、設置変更許

可申請は実施しないこととしたい。

○なお、基準地震動が変わらない場合にも設置変更許可

申請が必要とされる場合は、申請書の記載方法等につ

いて相談等をさせていただきたい。

【経過措置の枠組みについて】

○新規制基準に適合済み、又は未適合だが基準地震動は

おおむね審議済みの原子力施設は、改正基準施行から

gか月後までに改正基準に適合するための設置変更許

可申請を行うように期限を定めていただきたい。

○申請までの作業として、改正基準の地震動評価に3か

月、基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に6か月の期

間が必要と考える。

○基準地震動が審査中である施設は、次のいずれかを選

択できるようにしていただきたい。

(1)新規制基準に係る設置変更許可を受けてからgか月

後までに改正基準に適合するための設置変更許可申

請を行う

(2)新規制基準に係る設置変更許可の審査の中で改正基

準に適合することの確認を受ける

○工事計画認可・使用前検査の対応期間は申請施設数や

基準地震動の審査結果によって大きく変わりうるた

め、各施設の設置許可がなされた時点でその後に必要

な経過措置期間について提案させていただきたい。

【他の申請案件について】

○他の申請案件については、当該申請の趣旨を早期に達

成し安全性向上を実現できるよう、本件とは切り離し

て、現行の基準地震動による審査及び処分を継続して

いただきたい。

【その他】

○事業者要望とは異なった形で経過措置期間が設定され

る場合は、想定する適合までのスケジュールをお示し

いただき、経過措置期間案について議論する場を設け
ていただきたい。

○上記想定との乖離が生じた場合は必要に応じて経過措

置期間を見直すことが可能となる仕組みとする等、柔

軟に対応いただけるよう要望する。
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規制庁の見解（概要）

○今回の基準改正においては、新たに標準応答スペクト

ルによる評価を要求することとしており、設置変更許

可の審査において（標準応答スペクトルに基づく地震

動評価の妥当性を含む）改正基準への適合性を確認す

る必要がある。

○したがって、既許可申請書で示されている基準地震動

の評価方針を変更する設置変更許可申請が必要であ

る。

○使用前検査合格までに必要な期間の見通しが得られて

いないことは理解するものの、当該見通しを得るのに

必要な設置変更許可の手続に期限を設けなければ、改

正基準への適合が適切に行われないおそれがある。

○基準地震動がおおむね審議済みかどうか、という事実

関係で線引きをして経過措置を別々に規定することは

難しい。

○新しいバックフイットによって他の審査案件の処理が

先延ばしになってしまうことが懸念されることは規制

庁としても問題意識を持っている。

○今回の意見聴取は、基準改正に事業者が対応するため

に必要な期間等を聴取するために行ったものであり、

経過措置規定案について事業者の合意を得るためのも

のではない。

○経渦措置についてはパブリックコメントで意見を求め

るほか、基準改正後の事情により経過措置を見直す必

要が生じたときは、事業者からの意見聴取も含め対応

を検討する。



参考1（令和元年度第28回原子力規制委員会資料2－部抜粋）

『震源を特定せず策定する地震動に関する検討チーム」の検討結果

を受けた規制上の対応について

令和元年9月11日

原子力規制庁

｢T~悪周
令和元年8月28日の第24回原子力規制委員会において、「震源を特定せず策

定する地震動に関する検討チーム」（以下「検討チーム」という｡）の検討結果を

報告した。その際、「震源を特定せず策定する地震動（全国共通)」Ⅱとして取りま

とめた標準応答スペクトル(以下単に｢標準応答スペクトル｣という｡）について、

規制への取り入れ方を検討するようにとの指示があったことから、その考え方及

び議論を要する事項を以下のとおり整理した。

2．標準応答スペクトルの位置付け

「震源を特定せず策定する地震動（全国共通)」については、設置許可基準規則

解釈2において、「震源と活断層を関連づけることが困難な過去の内陸地殻内の地

震について得られた震源近傍における観測記録を収集し、これらを基に、各種の

不確かさを考慮して敷地の地盤物性に応じた応答スペクトルを設定して策定す

ること」を要求している。これを受け､従前の新規制基準適合性審査においては、

事業者は審査ガイド3に例示されているMw6.5未満の14地震の中から影響の大き

い5地震を抽出した上で､基盤地震動が評価可能な留萌地震4の観測記録に不確か

さを考慮して地震動を策定し、原子力規制委員会はこれを妥当と判断してきた。

また、上記5地震のうち残りの4地震については、事業者は今後取り組むべき課

題として検討を行っていたが、各観測地点の地盤物性の評価等に時間を要し、基

盤地震動の評価を行えていなかった。

今般、このような状況を踏まえ、全国共通に適用できる地震動の策定方法（標

準応答スペクトルの提示を含む｡）を明確にする観点から、検討チームにおいて、

地域的な特徴を極力低減させた普遍的な地震動レベルを設定するために所要の

検討を行い、留萌地震も含めた既知の多数の観測記録に所要の補正を加えて、統

計処理した地震基盤相当面における標準応答スペクトル(Mw5.0～6.5程度の地震

動の非超過確率97.7％の応答スペクトルを基に設定）を策定した。

’全国共通に考慮すべき震源を特定せず策定する地震動をいう。以下同じ。

2実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（実用発電用原子炉

以外の原子力施設にあっては、各事業等に係る許可基準規則解釈）をいう。以下同じ。

3基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイドをいう。以下同じ。

42004年北海道留萌支庁南部地震をいう。以下同じ。

1
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3．規制への取り入れ方（案）

（1）規制上の位置付け

上記2．のとおり、設置許可基準規則解釈は観測記録の収集により得られた

複数の地震動を基に応答スペクトルが設定されることを想定したものである。

このため、多数の観測記録に基づき策定された標準応答スペクトルを基に基準

地震動を策定する手法は、これに合致する現時点において最適な手法と考えて

いる。また、「震源を特定せず策定する地震動（全国共通)」に基づく基準地震

動は、本来国内においてどこでも発生すると考えられる全国共通に考慮すべき

地震を踏まえて策定されるものであるため、地域特性の影響を極力低減させた

標準応答スペクトルを基に策定することは合理的である。

以上より、継続的改善を図る観点から、標準応答スペクトルを基に基準地震

動を策定する手法を基準地震動の策定プロセスにおいて用いるべきことを要求

するよう基準を改正し、留萌地震を基に基準地震動を策定した既許可の原子力

施設を含め､事業者に対してこの手法による評価を求めることが適切と考える。

今回の検討チームの検討結果は、4．でも言及するとおり今回策定した標準

応答スペクトルと留萌地震の応答スペクトル5との間に大きな差はないことか

ら、これまでの留萌地震を基にした基準地震動を用いた審査を否定するもので

はない。また、今回の規制への取り入れに当たっての考え方は、基準地震動の

策定プロセスを改善するものであり、新しい標準応答スペクトルによる手法で

評価を行った結果、基準地震動が見直される可能性はあるものの、施設・設備

に対する要求レベルそのものを変更するものではない。これらを踏まえ、留萌

地震を基に基準地震動を策定した原子力施設に対して、現時点で直ちに使用の

停止や標準応答スペクトルの審査･検査での適用を求める必要はないと考える。

（2）今後の基準改正について

「震源を特定せず策定する地震動（全国共通)」の策定に当たって標準応答ス

ペクトルを用いた評価を行うことを要求するよう、設置許可基準規則解釈及び

審査ガイド等を改正することとしたい。なお、技術基準規則解釈6については、

5留萌地震のK･NET港町観測点の解放基盤波に余裕を持たせた地震動（硬岩サイトで使用されているレベ

ル）に対して試行的にNodaetal.(2002)の地盤増幅率により地震基盤相当面に補正した地震動を推定して

設定した応答スペクトル。なお、ここでの地盤物性補正においては地盤の卓越周期は考慮していない。以
下同じ。

6実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（実用発電用原子炉以外の原子力施設

にあっては、各事業等に係る技術基準規則解釈）をいう。

2



「設置許可で確認した設計方針に基づき」と規定されているため、改正の必要

はない。

また、基準の改正に当たり、本件の安全上の重要性、事業者が対応するため

に必要な期間等を総合的に判断し経過措置を定める必要がある。事業者が対応

するために必要な期間等については公開の会合で事業者の意見を聴くこととし

たい。

4．論点（留萌地震の取扱いについて）

今回の標準応答スペクトルの規制への取り入れに当たり、留萌地震の取扱いを

議論する必要がある。標準応答スペクトル（図1赤線）と留萌地震の応答スペク

トル（図1青線）を比較すると、次のことが言える。

・水平動の周期0.02秒においては、留萌地震の応答スペクトルは標準応答スペ

クトルよりわずかに大きな地震動レベルとなる。

・水平動の周期0.2～0.6秒付近においては、留萌地震の応答スペクトルは標準

応答スペクトルを上回る地震動レベルとなる。

・水平動のその他の周期においては、留萌地震の応答スペクトルは標準応答ス

ペクトルとおおむね同等又はこれを下回る地震動レベルとなる。

・上下動については、全周期帯において留萌地震の応答スペクトルは標準応答

スペクトルとおおむね同等又はこれを下回る地震動レベルとなる。

これらを踏まえると、留萌地震の取扱いについては、以下のとおり標準応答ス

ペクトルによる評価だけを要求する方法と、標準応答スペクトルによる評価に加

えて留萌地震による評価を併せて求める方法との2つが考えられる。

1）標準応答スペクトルによる評価だけを要求する方法

・標準応答スペクトルを決める際の観測記録には留萌地震も含まれている

ため、あえて標準応答スペクトルに加えて留萌地震による評価は求めな

い。

2）標準応答スペクトルによる評価に加えて留萌地震による評価を併せて求め

る方法7

・地域特性はあるものの、留萌地震のK-NET港町観測点の解放基盤波に不確

かさを考慮して策定した地震動は、周期帯によっては標準応答スペクト

ルに基づく基準地震動を上回ることが想定され、当該評価には一定の効

果がある。

7現行の設置許可基準規則解釈及び審査ガイドにおいて、留萌地震を用いて「震源を特定せず策定する地震

動（全国共通)」の評価を行うことを要求している直接的な規定はない。
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一標準応答スペクトル※地盤条件:地震基盤相当面[Vs=2200m/s以上(Vp=4200m/s以上)]

2004年北海道留萌支庁南部地震(Mw5.7)のK-NET港町観測点の地震動
一解放基盤波に余裕を持たせた地震動(硬岩ｻｲﾄで使用されているレベル）

※地盤条件:解放基盤面(Vs=938m/s､Vp=2215m/s)

一上記の地震動に対して試行的にNodaeiaL(2002)の地盤増幅率により地震基雪目当面に補画ンた地屡動ノベル
※地盤条件:地震基盤相当面(Vs=2200m/s､Vp=4200m/S)

図12004年北海道留萌支庁南部地震"NET港町観測点の地震動との比較

（検討チーム報告書参考資料（令和元年8月7日）付録Dから引用）

'5今後のスケジュール(案)’

１
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年
元
２
和
和
令
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経過措置についての事業者からの意見聴取

規制委員会報告（基準の改正案の審議）

規制委員会報告（パブコメ後の基準改正案を決定）

頃
頃
頃

月
月
月

０
２
２

'6．参考資料｜

参考1実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則及び解釈（抜粋）

参考2基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド〈抜粋〉

参考3実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則及び解釈

（抜粋）
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参考2（令和元年度原子力規制委員会第28回議事録一部抜粋）

令和元年度原子力規制委員会

第28回会議議事録

令和元年9月11日（水）

原子力規制委員会
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いうことが前提で、そういった意味で、不確かさの考慮に関しては、日本原子力学会標準

（2005）との間の比較、今回頂いた意見の中にも随分あるけれども、10倍というのは全く

ナンセンスで、そういった比較、非常に特定の分布だけ考えてやれば、そういう例だって

導き出せないことはないだろうけれども、全体で10倍厳しくなっているというのは、学術

的に私は意味がないと思いますけれども。

一方で、どちらが保守的か、どちらがより厳しい評価になっているかといったら、これ

は明らかにこの案の方が厳しくなっているのは事実。言い換えると、日本原子力学会標準

（2005）の方が緩いのは事実だけれども、そのことと、大きな差が出てきているかという

と、これまでの既に行ってきたクリアランスの申請、それに対する許可における例を見て

も、実質的に大きな差が出てきた例というのは見られていないことからも分かるように、

大きな差があるとも思えない。さらに、国際基準との間の整合性においても、この案に関

して何ら問題があるとは思われないので、私は事務局の提案は至極もっともなものだと考

えています。

例えば、頂いた御意見の中にも理解しがたい誤解もあって、例えば、廃棄物が増えるか

ら環境負荷が大きくなると。廃棄物になるべきものがクリアランスされたら、何で環境負

荷がないのかというのは、理解に苦しむものもあるのだけれども、それだけにやはりクリ

アランスレベル、クリアランスに関しては、これは広く理解されることが重要なので、今

回、随分説明を事務局に加えてもらったと思っていますけれども、そういった意味で、審

査のプロセスにおいても、きちんとした説明が事業者からなされることも重要だし､また、

判断に当たっては､私たちの方からもきちんとした説明を与えることが重要だと思います。

それでは、まず、別紙1の御意見に対する考え方について、事務局の提案を了承しても

よろしいでしょうか。

（首肯する委員あり）

○更田委員長

そして、別紙2のクリアランスの測定及び評価の方法に係る審査基準の制定及びこれに

伴う別紙3の処分に係る審査基準等の改正について、決定してよろしいでしょうか。

（「異議なし」と声あり）

○更田委員長

それでは、そのように決定します。ありがとうございました。

2つ目の議題は、「『震源を特定せず策定する地震動に関する検討チーム』の検討結果

を受けた規制上の対応について」です。

原子力規制部の森下原子力規制企画課長から。

○森下原子力規制部原子力規制企画課長

原子力規制企画課の森下でございます。

資料2に基づいて説明させていただきます。

まず、1ページ目の「1．経緯」でございますけれども、本件は、本年8月28日の原子

14

28/53



力規制委員会において「震源を特定せず策定する地震動（全国共通）」（全国共通に考慮

すべき震源を特定せず策定する地震動）として取りまとめた標準応答スペクトル（標準応

答スペクトル)、この規制への取り入れ方を検討するようにという指示があったことから、

本日、その考え方と議論を要する事項を整理してまいりました。

2．に「標準応答スペクトルの位置付け」をまずまとめております。

まず、現在ですけれども、設置許可基準規則解釈（実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈）におきまして、過去の内陸の地震の観

測記録を収集し、これらを基に応答スペクトルを策定することということを要求しており

ます。

これを受けまして、従前の審査におきましては、事業者は、審査ガイド（基準地震動及

び耐震設計方針に係る審査ガイド）に、後ほど説明いたしますけれども、例示されている

地震の中から、基盤地震動が評価可能な留萌地震（2004年北海道留萌支庁南部地震）の観

測記録、これについて地震動を策定して、提出してまいりまして、原子力規制委員会とし

てこれを妥当と判断してきております。

また、残りの例示されています地震につきましては、事業者の側で各観測点の地盤物性

等の評価に時間を要しておりまして、現在までのところ、基盤地震動の評価まで行えてい

ないという状況でございます。

このような状況を踏まえまして、前回御報告いたしましたように、原子力規制委員会、

原子力規制庁として検討チーム（震源を特定せず策定する地震動に関する検討チーム）を

設置いたしまして、標準応答スペクトルを策定したということでございます。

次に、2ページでございますけれども、「3．規制への取り入れ方（案）」ということ

でございますけれども、まず「（1）規制上の位置付け」でございますけれども、先ほど

申し上げましたように、設置許可基準規則解釈では、観測記録の収集によって得られた複

数の地震動を基に応答スペクトルが設定されるということを想定して､記載しております。

今回、多数の観測記録に基づいて策定した標準応答スペクトル、これを基に基準地震動

を策定する手法というのは､このガイドに合致する現時点において最適な手法と考えます。

また、「震源を特定せず策定する地震動（全国共通）」というものは、本来、国内どこ

でも共通に考慮すべき地震ということでありまして、地域特性の影響を極力低減させた標

準応答スペクトルを基に策定するということは合理的であると考えます。

以上から、継続的改善を図る観点から、標準応答スペクトルを基に基準地震動、これを

基準地震動の策定プロセスにおいて用いるべきことを要求するよう、基準を改正したいと

考えます。

また、留萌地震を基に基準地震動を策定した既許可の原子力施設を含めて、事業者に対

してこの新しい手法による評価を求めることが適切と考えます。

次に、3．（1）、適用の仕方の考え方でございますけれども、4．でもう少し詳しく

述べますけれども、今回の検討チームの検討結果からは、標準応答スペクトルと留萌地震
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の応答スペクトルの間には大きな差はないということが示されております。

また、本件は基準地震動の策定プロセスを改善するものでありまして、標準応答スペク

トルによる評価を行った結果、基準地震動が見直される可能性はありますが、施設・設備

に対する要求レベルそのものを変更するものではないと考えます。

これらから、留萌地震を基に基準地震動を策定した原子力施設に対しまして、現時点で

直ちに使用の停止や標準応答スペクトルの審査・検査での適用を求める必要はないとも考

えます。

続いて、「（2）今後の基準改正について」でございますけれども、本件については、

設置許可基準規則解釈､それから､審査ガイドを改正することとしたいと考えております。

3ページになりますけれども、また、基準の改正に当たりまして、本件の安全上の重要

性、それから、事業者が対応するために必要な時間などを総合的に判断して、経過措置を

定める必要があると考えております｡事業者が対応するために必要な期間などについては、

公開の場で事業者の意見を聴くことにしたいと考えます。

それから、4．に「論点」として留萌地震の取り扱いについて挙げております。

4ページに比較の図が載せてございますけれども、標準応答スペクトルが図1の赤線の

フラットな線でございます。それから、波打っているものが、青い線が今回比較します地

盤の増幅率を補正した下側の破線になりますけれども、この2つを比較すると、ここで述

べておるような4つのことが言えるかと思います。

まず、水平動についてですけれども、周期0.02秒のところでは、留萌地震の応答スペク

トルがわずかに大きなものになっております。

それから、水平動の周期0．2から0.6秒付近では、留萌地震の応答スペクトルは標準応答

スペクトルを上回っております。

水平動その他の周期につきましては、おおむね同等、または留萌地震の方が下回るとい

う状況になっております。

また、上下動につきましては、全周期帯について、おおむね同等、または留萌地震の方

が下回るという状況になっております。

これらを踏まえて、留萌地震の取り扱いについて、下に書いてあります2つの方法が考

えられるかと思います。

まず、1）で、標準応答スペクトルの観測記録には留萌地震も含まれているということ

から、標準応答スペクトルによる評価だけを要求する。

それから、2）ですけれども、周期帯によっては標準応答スペクトルの基準地震動を上

回ることが想定されますので、当該評価には一定の効果があるとして、留萌地震による評

価を併せて求める方法でございます。

以上が規制への取り入れの考え方と論点でございます。

続いて、4ページでございますけれども、「5．今後のスケジュール（案）」といたし

まして、本年10月頃に、先ほど申し上げました経過措置について、事業者からの意見を聴
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取したいと考えます。そして、本年12月頃に原子力規制委員会で基準の改正案の御審議を

いただき、来年2月頃に原子力規制委員会でパブリックコメント後の基準改正案を決定で

きればと考えております。

5ページ以降は参考資料でございますけれども、5ページの参考1は、実用炉の位置、

構造、設備の基準の規則（実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基

準に関する規則）とその解釈（設置許可基準規則解釈）でございまして、第4条で「施設

は、地震力に十分耐えることができるものでなければならない」としまして、右側の解釈

として「別記2のとおり」と書かれております。

別記2の内容は6ページ以降に抜粋で解釈を載せておりますけれども、具体的には通し

の7ページの第4条第5項の「三」、「震源を特定せず策定する地震動」というのは、先

ほど申し上げました過去の観測記録を収集し、これらを基に応答スペクトルを設定して策

定することと決められております。

それから、8ページ以降は審査ガイドの抜粋でございますけれども、これも具体的には

13ページに、4．でございますけれども、先ほど申し上げた解釈と同様の書きぶりがされ

ております。

それから、14ページには、冒頭申し上げました、現在、例として載せられています地震

の一覧が載っております。

16ページ、17ページは技術基準に関する規則（実用発電用原子炉及びその附属施設の技

術基準に関する規則）と解釈（実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規

則の解釈）ですけれども、説明は省略させていただきます。

私からの説明は以上でございますb

○更田委員長

主に2点ですけれども、設置許可基準規則解釈と、それから、審査ガイドの改正によっ

て規制に取り込む。それから、もう一つは、前回の原子力規制委員会でも少し頭出しをし

ましたけれども、震源を特定せず策定する地震動（全国共通）に関して、現行の留萌地震、

これに代えて標準応答スペクトルを用いるのか、それとも留萌地震に加えて標準応答スペ

クトル、この辺りが主な議論だと思いますけれども、まず石渡委員から。

○石渡委員

まず、震源を特定せず策定する地震動（全国共通）の標準応答スペクトルというものを

前回提案いただいて、これを規制にどう取り入れるかというのが今回の案でありますけれ

ども、私は取り入れ方の案そのものは妥当であると、このようにやればいいと考えます。

留萌地震の件については、ほかの委員の御意見を伺ってから述べたいと思います。

○更田委員長

田中委員。

○田中委員

「3．規制への取り入れ方」については、ここに示されているような考えでいいかと思
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いますし、また、直ちに使用の停止云々と書いていますけれども、これまで審査した施設

等は地震に対して一定の裕度も持っていると考えられますので、このような考え方でいい

かと思います。

○更田委員長

山中委員。

○山中委員

今回検討いただいた標準応答スペクトルというのは、相当数の、ある程度の大きさの地

震について、地盤等を考慮した上で統計的に処理をして導かれたものであると。不確かさ

についても十分考慮されておりますので、これまでの代表的な使用例、すなわち留萌地震

の応答スペクトルとも非常によく一致していることが確かめられています。このような観

点からすると、これまでは、ある特定の地震の実測値を用いて計算されていた評価結果で

ございますけれども、それよりは、より一段、技術的に進んだ評価方法であると考えてよ

いかと思います。

ただし、規制への取り入れ方でございますけれども、少なくとも、これまで用いられて

いる代表的な応答スペクトルとよく一致しているということで、直ちに運転中の許可を与

えた施設等への見直しをする必要はないと。すなわち、審査、検査へ直ちに反映する必要

はないと考えます。今後、この成果については、基準や審査ガイドへの改正を行っていた

だいて、事業者の意見も聴取した上で、一定の経過措置期間を設けて対応いただくのがよ

いかと思います。

論点については後ほどまた議論を、今でも結構ですけれども。

○伴委員

特にありません。ほかの委員と同じ考え方です。

○更田委員長

私はこれは取り入れと論点のところはセットで考えているので、まず、論点のところ、

口火を切ろうとは思うのですけれども、標準応答スペクトルを規制に取り入れる、参酌す

べき情報ということは前回判断して、では具体的にどう取り入れるかということなのです

か、すごく平たく言うと、留萌地震での評価と標準応答スペクトル、そんなに大きな差が

あるわけではない。逆に言うと、それが標準応答スペクトルの確からしさを示しているよ

うにも思われるのですけれども、余り大きな差はない。これは選択肢が2つありますけれ

ども、もっと極端に言えば、この標準応答スペクトルは参考として見るけれども、しばら

くはこのままでいいよれという選択肢だってなくはないぐらいの違いだと思っています。

そういった意味ではあるのだけれども、今、申し上げた3つ目は極端であるにしろ、そ

うすると一番分かりやすいのは、留萌地震のデータも含めた上で検討を加えて作った標準

応答スペクトルなのだから、これを留萌地震に代えて採用するというのが分かりやすいの

だけれども、参考にしたデータの条件が全て同じだったら十分あり得ると思うのですけれ

ども、あるいは審査経験といった意味でもそうなのだけれども、例えば、時刻歴波形、留
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萌地震はあるわけで、そういった意味では、場合によっては分かりにくい判断ではあるか

もしれないけれども、それから、経過期間を置くことも考えあわせると、留萌地震による

評価に加えて標準応答スペクトルによる評価を行うのが、おそらくは妥当な判断であろう

と思います。

順番に意見を、最後に石渡委員ということにして。というのは、石渡委員が意見を言う

と、そこで決まってしまうかのようにとられるのもよくないのでということですけれども。

山中委員。

○山中委員

論点になっておりますのは､評価方法で､留萌地震の取扱いをどうするかということで、

今回の標準応答スペクトルと両方を評価に用いるか､あるいはどちらかを評価に用いるか、

あるいは留萌地震を使用しないか、その3つかなと思うのですけれども、結論から申し上

げると、先ほど述べさせていただいたように、これまでの評価、いわゆる特定の地震を用

いて、「震源を特定せず」の地震を評価するという方法よりは、技術的には一段進んだ評

価方法であると考えますので、やはり検討していただいた標準応答スペクトルのみが審査

に使用されるというのがよいかと思います。

ただし、留萌地震のデータを使用する意義というのが、実測の地震波の時刻歴波形を使

うという、そこにあるのであれば、やはり両方使うというのも、もちろん意義がないわけ

ではございませんが、もしそうだとすると、更田委員長が最初におつしやられたように、

留萌地震を使うままでいいのではないかという後戻りの考え方も出てきて不思議ではない

かと思いますので、私の意見としては、より改善された「震源を特定せず」の技術的な考

え方として、標準応答スペクトル－つで評価を行うのが今後よいのではないか。ただし、

数年後、当然、地震のデータが収集されますので、再度見直しして安定性等を確かめてい

ただければよいかなと思います。

私の意見は以上でございます。

○更田委員長

田中委員。

○田中委員

ここ（3ページの4．）に論点を2つ書いていますけれども、結論的に言うと、標準応

答スペクトルの評価だけ要求するということでいいのかなと思います。理由はここに書い

ていますけれども、標準応答スペクトルを作るときに留萌地震も含まれているのだとか、

それから､留萌地震と標準応答スペクトルとの違いについて説明がございましたけれども、

違うことの1つは、K-NET(全国強震観測網）港町観測点での、あそこの地盤の影響が結構

効いているのもあるのかなと、そういうことを思いまして、標準ということでは標準応答

スペクトルでいいのかなと思いますし、また、論点の2つ目（4．2））は「併せて」と

書いているのですけれども、論点1（4．1））は標準応答スペクトルの評価だけ要求す

るのですけれども、留萌地震のものも参考か何かで見るということもそれなりに意味があ
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るかと思いますけれども、大きな審査の筋道とすれば、標準応答スペクトルによるのがメ

ーンであって、参考的に見ることはあってもいいかなと思います。

以上です。

○更田委員長

伴委員。

○伴委員

私も、ロジカルに考えると、4．1）の標準応答スペクトルによる評価だけを要求する

方法でよいのではないかと思います。仮に4．2）にした場合に、今後、留萌地震以外の

別の詳細なデータが出てきたときに、それの扱いをどうするのかということもまた出てき

てしまうのではないかと思っていて、今回の標準応答スペクトルに何か大きな弱点がない

のであれば、4．1）でよいのではないか。ただ、先ほど時刻歴波形のデータがとおっし

ゃいましたけれども、やはりその部分に関して、補完的な役割を持たせた方がいいという

ことであれば､それに反対するものではありませんけれども、それが弱点でないならば4．

1）でいいのではないかと思います。

○更田委員長

石渡委員の御意見を聞く前に、私、もう少数派になってしまったので申し上げると、標

準応答スペクトルについても距離補正や地盤特性等に関して、要するに、最新のもの、最

善のものを適用しているけれども、例えば、距離補正などはまだまだ手法として向上して

いくものだろうと思います。地盤特性についても同様だと。だから、ある意味、私は保守

的かもしれないけれども｡ただ､審査は一つの具体的な対象のものを捉えて進めてくると、

双方に蓄積されている経験があるものということで、私としては、往生際が悪いですけれ

ども、少数派意見の方になっています。

そこで、石渡委員。

○石渡委員

実際にそれぞれの発電所の審査で基準地震動を決める場合に、基準地震動というのは’

つだけというサイトはありません。大体、’つのサイトで少なくとも2つ、多い場合は十

いくつ、20近くの波を基準地震動として決めて、例えば、十いくつ決めたところは、1つ

の設計をする段階で十いくつの波を全部計算に入れて、それぞれについて大丈夫かどうか

を設計のときに確認するわけですね。そういう形でやっておりますので、基準地震動とい

うのは、安全を確保する意味でも複数あった方がいいということで、それは今までの審査

では全てそういう形で行っております。

ところが、近くに活断層がないようなサイトでは、今まで何回も出てきた2004年北海道

留萌支庁南部地震の波形から導き出された解放基盤面における地震波、これが’つしかな

いものですから、それを使ってやってきたと。2ページ目にも書いてありますように、今

までずっと我々の原子力規制委員会が事業者に対して､震源を特定せず策定する地震動(全

国共通)に適したような地震波のはぎとり解放基盤面における地震動をきちんと計算して、
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それをはっきり出してくださいと。そもそもこの留萌地震の地震動のはぎとりをやったの

は事業者なのですよ。我々がやったわけではありません。それをほかの地震についてもき

ちんと出してください、もし彼らがきちんとそれをやれば、4つなり5つなりの地震波が

出てきて、それを基に我々の審査が進むはずだったのです。ところが、それがなかなか出

てこなかったということで、我々は今回、標準応答スペクトルというものを作ったという

経緯が書かれております。

ということで、我々としては、標準応答スペクトルというのは、事業者が本来はやるべ

きだったいくつかの地震のはぎとりというものを、なかなか出てこなかったためにこうい

うことをやったということで、決して留萌地震そのものの地震波が適していないというこ

とではない。これは先ほど説明があったとおりです。審査の継続性ということと、あと、

留萌地震の場合は、実際の地震波の波形というもの、つまり時間とともにどう揺れるかと

いう揺れ方そのものが、もうそこに一つあるわけなのですね。ところが、標準応答スペク

トルというのは平均的なスペクトルですから、これをどう実際揺らすかというのは、かな

り自由度があるわけです。自由度があって、例えば、サイン、コサインの正弦波を適当に

組み合わせて地震波を作るというやり方もありますし、敷地で観測された過去の小さい地

震を使って、それを何倍かして地震波にするというやり方もあります。いろいろなやり方

があって、自由度があります。ですから、これはという実際の揺れ方が標準応答スペクト

ルでは決まっていないわけです。そういう意味で、これは性質の違う地震波だと私は思い

ますので、留萌地震は残して、それに今回の標準応答スペクトルによる波を加えるという

やり方がいいのではないかと私は考えます。

○更田委員長

今まで私も含めて5人の意見を聞いた限りでは、3対2になっているわけですけれども、

改めてここでもう一回、決を採って。

伴委員。

○伴委員

石渡委員に一つ質問なのですけれども、なかなか事業者がそういったはぎとり解析をし

てこなかったということを先ほどおつしやいましたが、仮にそれを事業者がやって、それ

こそ今回の標準応答スペクトルを作ったような作業を事業者自身がやってきたときに、そ

ういう状況があったとしたら、石渡委員はそれプラスやはり留萌地震を要求されていまし

たか。

○石渡委員

当然そうだと思います。

○更田委員長

山中委員。

○山中委員

私も一つ質問があるのですけれども、時刻歴波形を求める方法も報告書（全国共通に考
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慮すべき「震源を特定せず策定する地震動」に関する検討報告書）の中に提案していた

だいていたかと思うのですが、やはり作成法がいろいろあるので、どういう時刻歴波形を

使ったらいいのかというのはなかなか難しいということでしょうか。

○石渡委員

私はそう理解していますけれども、事務局で何か、それについての説明はありますか。

○大浅田原子力規制部審査グループ安全規制管理官（地震・津波審査担当）

地震・津波審査担当の管理官の大浅田でございますが、検討チームで議論したときに、

留意すべき点という観点で議論があったのは、そもそも「震源を特定せず」という地震動

は観測記録を重視という、要するに、シミュレーションの世界ではなくて、観測記録を重

視ということがありましたので、あるサイトについては標準応答スペクトルに当てはまる

形の観測記録を使って時刻歴波形みたいなものを作るのが重要ですとか、あと、位相を当

てるときにどうするのかは注意する例があります。そういった議論がありまして、そうい

ったことを報告書に書いております。そういう意味では、策定方法は当然いろいろあるの

ですけれども、適切な観測記録があるようなサイトについては、なるべくそれを採用する

ような助言というか、留意すべき点を議論させていただきました。そういったことはおそ

らく審査ガイドとかに反映していく必要はあると考えてございます。

○更田委員長

ほかにありますか。田中委員。

○田中委員

先ほど石渡委員から、時刻歴波形があるのは留萌地震だという話があったのですが、報

告書を見ているのですけれども、時刻歴波形の作成法として注意点等を書いていて、時刻

歴波形は事業者が作成するのだけれども、その妥当性が審査で確認されと書いているので

すけれども、これは審査で確認するときに、時刻歴波形が問題ないかどうか等は十分に審

査されると考えてよろしいのでしょうか。

○石渡委員

それはもちろんそうですけれども、ただ、先ほど申しましたように、実際に事業者が時

刻歴波形を作ってくるときに、いろいろな作成方法があるわけですよ。例えば、実際の地

震波を使って、それを何倍かするような形で時刻歴波形を求めるような場合に、その基に

なった地震波が、例えば、1つでいいかどうか、それが本当に地盤特性の影響とか、そう

いうものがないかどうか、あるいは敷地で観測された地震波であるとしても、伝わってく

る方向とか､そういうものによっても違ってきますので､いろいろ不確実性はございます。

どれがいいかということは、審査側ではなかなか判断がつかないわけです。事業者が持っ

てきたものについて、妥当かどうかという判断をしなければいけないわけでして、事業者

の方はいろいろ計算して、これでいいでしょうというものを持ってくるわけですけれども、

それが本当に一番厳しいものかどうかとか、そういうことについてはなかなか判断が難し

くなるのではないかという感じはいたします。ただ、いずれにしても、審査する側として
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は、複数の波があって、それをそれぞれ入れてみて、どういう応答をするかということは

計算できるような、そういう条件があった方が私はいいのではないかと思います。

以上です。

○更田委員長

どうしますか。決を採っていいですか。

田中委員。

○田中委員

先ほども言ったのですけれども、案の2つ目（4．2））、「併せて」と書いているの

ですね。「併せて」というのは、A案とB案だと思うのですけれども、A案の方をメーン

にしつつも、留萌地震のときはどうなって、それがどう反映しているかとか、そういうの

を参考として見るということは余り、こういうときに、よくない言葉ですね。

○更田委員長

余り審査にはなじまないですね。審査ははっきりした判断をそれぞれに対して付けるも

のですので。実際、周期帯はそんなに多くではないけれども、上下動についても留萌地震

の方が標準応答スペクトルよりも出ている部分もありますので、「and」で掛けるのであれ

ば、等価な判断材料とするのが審査の上では必要であろうと思います。留萌地震も含める

かなんて、審査上の裁量の範囲のような気がしないでもないのですけれども、ただ、ここ

は解釈の上で明確にしておいた方がいいと思います。

山中委員。

○山中委員

時刻歴波形の重要性は石渡委員からお話がありましたので、その辺りも含めて、複数の

スペクトルで評価をするというのも、これまで審査上やられてきたことですので。

○更田委員長

具体的な名前を出すのもためらわれますけれども、17波形があるので、すごく時間がか

かりますとかいうのを、非常にPWR(加圧水型原子炉）で忙しかったころにありましたね。

それは事実で、全てを包絡してというやり方をとるわけではなくて、いろいろな波形を入

れてみるというのが実際の審査だというのは事実です。

では、ほかに御意見がなければ、やはり決を採りたいと思います。私が挙げた特例的な

3つ目の選択肢というのは対象にならないと思いますので、2つですけれども、資料2の

3ページの4．1）にある標準応答スペクトルによる評価だけを要求する方法に賛成され

る方、挙手願います。

（田中委員挙手）

○更田委員長

では、2つ目、4．2）の標準応答スペクトルの評価に加えて留萌地震による評価を併

せて求める方法。

（更田委員長、山中委員、伴委員、石渡委員挙手）
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○更田委員長

石渡委員の意見を最後に聞いたのはよかったと思います。それでは、今、表明をしてい

ただいたように、論点については、標準応答スペクトルによる評価に加えて留萌地震によ

る評価を併せて求めるということで、この方向で設置許可基準規則解釈、審査ガイド等の

改正をということですが、次のステップはそれが提案されるという形ですか。

○森下原子力規制部原子力規制企画課長

規制企画課の森下でございます。

そのような段取りを考えております。

○更田委員長

では、今、「4．論点」については決を採ったとおりとして、留萌地震の取り扱いにつ

いては決を採ったとおりですけれども、次回、今度は改正作業を進めてもらって、設置許

可基準規則解釈並びに審査ガイドの案を示してもらいたいと思います。よろしいでしょう

か。ありがとうございました。

3つ目の議題は、「東京電力福島第一原子力発電所事故に係る継続的な調査・分析の進

め方について」。

原子力規制部、竹内東京電力福島第一原子力発電所事故対策室長から。

○竹内原子力規制部東京電力福島第一原子力発電所事故対策室長

福島第一原子力発電所事故対策室の竹内でございます。

資料3について御説明させていただきます。

東京電力福島第一原子力発電所(1F)事故に係る継続的な調査・分析の進め方につきま

しては、前回9月4日の原子力規制委員会で一度御説明させていただきましたけれども、

御指摘を受けまして、それを踏まえまして、大きく2点ございます事故分析と廃炉に関し

て連絡・調整する仕組み、それから、事故分析に係る検討会につきましての具体的検討内

容及びその体制について、今回お示しさせていただきます。

最初に「1．福島第一原子力発電所の廃炉及び事故調査に係る連絡・調整会議について」

ということで、前回、更田委員長から、まず、ここの仕組みがきちんと進むことが大前提

だということで、こちらを最初に御説明させていただきます。

「（1）会議の目的及び役割」でございますけれども、福島第一原子力発電所において

進められている廃炉作業によりまして、事故分析に必要な情報が失われてしまうおそれが

ある一方、事故分析のために現場の保存等を東京電力に求めることで、廃炉作業への干渉

や作業の重複するケースが考えられます。このような干渉等が対応する現場での混乱・支

障となることを避けるために、廃炉を進める資源エネルギー庁、それに関連する原子力損

害賠償・廃炉等支援機構(NDF)、東京電力、JAEA(日本原子力研究開発機構）、その他関

係機関と我々原子力規制庁との間で公開で行う、福島第一原子力発電所の廃炉及び事故調

査に係る連絡・調整会議（連絡・調整会議）を設けまして、双方の作業の方針や実施計画

を共有、確認し、双方統一された認識の下、現場で作業を行う東京電力に対して指示を整

24

38/53



、

資料3－4（令和元年度原子力規制委員会第68回会議議事録一部抜粋）

令和元年度原子力規制委員会

第68回会議議事録

令和2年3月4日（水）

原子力規制委員会
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けれども、ですから、（敷地）近傍に関しては、第二版で参照されなかったということな

のだろうと思いますけれども。

御質問、御意見はありますか。

石渡委員。

○石渡委員

一言注意といいますか、例えば、中央構造線の第二版に引用されているまとめ資料（伊

方発電所地盤（敷地周辺の地質・地質構造）について（平成27年3月20日四国電力））の

データというのも､URLは実はもう変わっておりまして､アーカイブ化されてしまったので、

だから、このアドレスを見れば分かるように､前に非常に複雑なアドレスがついています。

我々のホームページに加えて、前にこういうものがついておりますので、それは変わって

おりますので、御覧になるときは注意していただきたいと思います。ただ、原子力規制庁

のホームページからたどっていけば、ここへ行き着きますので、それはあまり問題はない

かなと思います。

○更田委員長

ほかに御質問、御意見はありますか。

それでは、石渡委員の見解も伺いましたけれども、まず、この中央構造線断層帯の長期

評価（第二版）の知見の取扱いについて、事務局の報告を了承したいと思いますが、よろ

しいでしょうか。

（首肯する委員あり）

○更田委員長

ありがとうございました。

それでは、8つ目の議題です。「『震源を特定せず策定する地震動に関する検討チーム』

の検討結果を受けた事業者からの意見聴取結果及びこれを踏まえた基準の改正方針につい

て」。

説明は原子力規制企画課の森下課長から。

○森下原子力規制部原子力規制企画課長

原子力規制企画課の森下です。

資料8に基づいて説明いたします。

まず、1ページ目の「1．概要」でございますけれども、本件については、昨年9月11

日の原子力規制委員会で、震源を特定しない地震動のチーム（震源を特定せず策定する地

震動に関する検討チーム）での検討結果を受けて、対応について御審議いただきました。

その結果、経過措置について事業者から意見を聞くということと、基準の改正案を諮ると

いう方針が決められました。

今回は、基準の改正案のイメージを御報告するのと、事業者からの意見聴取の結果を報

告いたします。これを踏まえて、今後の方針について、議論をいただきたいと考えており

ます。
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2．でございますけれども、先ほど申し上げました昨年9月11日の原子力規制委員会に

おいて了承された方針ですけれども、大きく4つございます。

1つ目のマルが、標準応答スペクトルを用いた評価を要求するということで、設置許可

基準規則の解釈（実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則の解釈）と審査ガイド（基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド）を改正す

る。

それから、2番目のマルが、留萌地震（2004年北海道留萌支庁南部地震）を用いた評価

を併せて求める。

それから、3番目（のマル）が、標準応答スペクトルと留萌地震との間には大きな差は

ないということから、現時点で直ちに使用の停止等を求める必要はないと。

それから、4番目（のマル）、繰り返しになりますけれども、事業者が対応するために

必要な期間については、事業者の意見を聞くということでございました。

それで「3．基準の改正案（イメージ）」ということで、5ページの別紙1、それから、

別紙2に現在作成したものを載せております。

5ページを御覧いただきまして、別紙1でございますけれども、設置許可基準規則には

「地震による損傷の防止」ということで、第4条（第1項）に（設計基準対象）「施設は、

地震力に十分耐えることができるものでなければならない。」ということが書かれていま

して、（設置許可基準規則の）解釈の方で別記2のとおりとするということで、ここに別

記2を載せております。

それの第4条第5項のところ、第3号から修正が出てまいりますけれども、右側の改正

前は、多数の地震動の記録について、後で御説明しますけれども、一覧が載っておりまし

たけれども、今回、標準応答スペクトルで、それを統計的処理を行いまして標準応答スペ

クトルを作りましたから、それで（観測記録を）「収集し、」というものが消えるという

ことになっております。

それから、下の方で、震源を特定しない地震動については、次の方針により策定するこ

とということで、6ページに①全国共通と、それから、地域性を考慮する2種類を検討す

ることということで、②に全国共通について、次の知見を用いることということで、1番

目が留萌地震について記載しております。それから、2番目が、標準応答スペクトルにつ

いてということを新設しております。

具体的には次の図に示すものということで、7ページになりますけれども、標準応答ス

ペクトルの図を新たに盛り込んでおります。

それから､それ以降の文章の修正につきましては､これまで個別に収集した地震を基に、

事業者に応答スペクトルの作成を求めていたときの考慮事項の記載の修正でございます。

以上が（設置許可）基準規則の解釈でございまして、別紙2は審査ガイドの改正という

ことで、9ページからでございますけれども、これも標準応答スペクトルを反映させると

いうことで、llページに同じように2種類の「全国共通に考慮すべき地震動」と「地域性
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を考慮する地震動」の2種類があるということで、12ページにその2つについて確認をす

るという記載を入れていること。

それから、13ページからは、先に14ページの現行の（「改正前」（右欄）にある）表一

1を見ていただいた方がよろしいのですけれども、これまでは個別の収集対象となる地震

の例を載せておりましたけれども、これが標準応答スペクトルに変わりますので、削除さ

れるということで、13ページにその表に関連して記載しておりました記述が削除とされて

おります。

それから、14ページの4．2．2から地震動の設定と妥当性の確認ということで「（2）

震源を特定せず策定する地震動の評価においては、以下の検討が行われていることを確認

する。」ということで、①全国共通、それから、②地域性を考慮すると。

それから、標準応答スペクトルの関係で（3）という模擬地震動の留意事項も追記して

おります。

それから、16ページからは、定義とか参考図書というものを今回の改正に応じて記載し

ているというところでございます。

それから、19ページは、審査ガイドへの反映というものが削除されていますけれども、

これは昨年12月18日に原子力規制委員会マネジメント規程ができた（※正しくは、改正さ

れた）ということを受けての削除でございます。

以上が改正のイメージでございますけれども､次に、1ページに戻っていただきまして、

4．事業者から意見聴取をした結果について報告いたします。

昨年10月18日と12月24日の2回行いました。その結果については、別紙3にまとめてお

ります。20ページを御覧ください。

意見聴取での主なやり取りということで、事業者からの意見、いくつか項目があります

けれども、まず、申請手続についての事業者からの意見､左上からでございますけれども、

地震動の評価については、改正基準施行から3か月以内に現行の基準地震動との比較を報

告すると。その内容を確認してもらい、設置変更許可申請の要否を判断してほしいという

こと。

それから、2番目のマルですけれども、標準応答スペクトルに基づく地震動が現行の基

準地震動を超えないサイトは、許可申請は実施しないこととしたいということ。

それに対して、意見聴取での原子力規制庁の見解が右側でございますけれども、今回、

基準改正をいたしましたので、新たに標準応答スペクトルによる評価を要求いたしますの

で、審査において適合性を確認する必要があるということで、基準地震動の評価方針を変

更する設置変更許可の申請が必要だと述べました。

それに対して、申請手続の方の事業者の意見の3番目のマルでございますけれども、基

準地震動が変わらない場合にも、設置変更許可申請が必要とされる場合には、申請書の記

載方法について、相談させてほしいという意見がありました。

それから、2番目の（行の）経過措置についてでございますけれども、1番目のマルで
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すけれども、基準適合が既に済んでいるもの、それから、おおむね審議済みの施設は、基

準施行から9か月後までに申請を行うように期限を定めてほしいと。事業者としては、地

震動の評価に3か月、基礎地盤、斜面の安定性評価に6か月の作業時間が必要と考えると

いうことでした。

これに対して、右側、原子力規制庁からは、使用前検査合格までの見通しが得られてい

ないということは分かりますが、許可の期限を設けなければ、改正基準への適合が適切に

行われないおそれがあるということで反対意見を申し上げました。それから、おおむね審

議済みかどうかということでの線引きは難しいということも答えました。

また､経過措置の事業者意見の方の3番目のマルでございますけれども､事業者からは、

基準地震動が審査中の施設については、（1）の新規制基準の許可を受けてから改めて申

請を行うか、（2）新規制基準の審査の中で確認を受けるか、いずれかを選択できるよう

にしてほしいという意見もございました。

それから、経過措置の最後のマルですけれども、工事計画認可等の期間は、施設数、基

準地震動の審査結果によって変わり得るので、許可がなされた時点で経過措置期間を提案

させてほしいという意見もございました。

それから、他の申請案件との関係につきましても意見がありまして（3番目の行）、そ

れについては、本件とは切り離して審査を継続してほしいということ。

それから、最後、「【その他】」のところですけれども（4番目の行）、以上述べたよ

うな事業者要望と異なった形で期間が設定される場合は、議論する場を設けてほしい。そ

れから、一旦決めた予定と乖離が生じた場合は、経過措置期間を見直すなど、柔軟に対応

してほしいという意見もございました。

それに対して、原子力規制庁からは、今回の意見聴取は事業者の合意を得るためのもの

ではないと申し上げたのと、今後はパブリックコメントで意見を求めますと。何か事情が

生じたときには、意見聴取も含め、対応を検討しますというやり取りをいたしました。

以上を踏まえまして、2ページ目に議論を要する事項というのを整理いたしましたので、

説明いたします。

大きく2つございます。

1つ目は、（1）ですけれども、申請手続についてということで「ア．論点」ですけれ

ども、原子炉等規制法(核原料物質､核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(炉規法））

では、施設の位置、構造、設備を変更しようとするときは原子力規制委員会の許可を受け

なければならないとされています。一方、今回の意見聴取を通じて、基準地震動が策定済

みの施設は、標準応答スペクトルに基づく地震動と現行の基準地震動とを比較して、許可

申請を求めるべきものと不要なものに分けられると考えます。

以上を踏まえて、全ての施設に対して一律に申請を求めるかどうか、また、一律に申請

を求めない場合には、その要否を整理するプロセスの導入を検討する必要があると考えま

す。
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「イ．対応方針（案）」でございますけれども、当然ながら、改正後の基準に適合して

いる施設は、許可申請は不要です。これを確認するために以下のプロセスを設けることと

してはどうかということで、事業者は、申請を不要と考え得る施設について、基準の施行

後3か月以内に申請が不要であることを説明する文書を原子力規制委員会に提出する、提

出があった施設について、原子力規制委員会委員と地震・津波審査部門の職員を中心とし

た公開の会合で申請要否について審議し、その結果を原子力規制委員会に報告する、その

上で、原子力規制委員会として申請を不要としてよいか判断するというのが一つの考えで

ございます。

それから、申請が不要と判断されなかった施設、これは文書を提出しなかった施設も含

みますけれども、これについては、設置変更許可申請を施行後9か月後までに行うように

求める、申請がなされない場合には、報告徴収命令、その他必要な対応を検討すると。

以上が申請手続についてでございます。

3ページ目でございますけれども、次に「（2）経過措置」でございます。

「ア．論点」でございますけれども、原子力規制委員会では、これまでバックフイット

の運用に関する基本的考え方ということで、安全上の重要性と被規制者が対応に必要な期

間を総合的に判断して設定するという考えが示されております。

安全上の重要性については、2．で先ほど述べたとおりでございます。

3パラグラフで、事業者からは、先ほど申し上げましたけれども、許可までの期限では

なくて、申請についての期限を定めてほしいという意見、それから、工事計画認可等の対

応期間は審査結果によって変わり得るため、許可がなされた時点で期間を提案したいとい

う意見が表明されています。

これらの意見に対しまして、前者につきましては、審査に期限を設けなければ、基準へ

の適合が適切に行われないおそれがあるので、この点を踏まえた経過措置を定める必要が

あると考えます。

後者につきましては、基準地震動が変わる施設は、施設への影響の詳細や工事の規模・

見通しが設置変更許可の審査において明らかになるという性質がありますので、これを踏

まえて定める必要があると考えます。

以上を踏まえまして「イ．対応方針（案）」でございますけれども、許可と工事計画認

可等の経過措置を分けて規定してはどうかということ、設置変更許可については、一律の

猶予期間を設けるということで、この期間については、これまでの審査の知見等から3年

間とすると。

なお、上記の（1）のイで申請が不要と判断された施設については、既に基準に適合し

ているため、特段の手続は不要と。

また、事業者は、上記の経過措置期間中であれば、現在審査中の設置変更許可申請の中

で基準に適合するか、あるいは別の許可申請により基準に適合するか、どちらでもよいと

考えます。
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また、工事計画認可等の猶予期間は、基準改正時点では、「原子力規制委員会が別に定

める日」までと設けるにとどめまして、設置変更許可の審査が進んで、各施設への影響の

詳細や工事の規模・見通しが明らかになった時点で全施設一律の確定日を定めるとしては

どうかということで、最後の「なお、」ですけれども、なお、ほかの審査案件との関係に

つきましては、これまでと同様に改正前の基準を適用して、本件と切り離して審査等の手

続を行うということでどうかということでございます。

「6．今後の予定」でございますけれども、今後、今日の審議いただいた結果を踏まえ

まして、事務局の方で基準の改正案を作成して、改正案をもう一度原子力規制委員会にお

諮りするのと、パブリックコメントの実施について、御審議いただくことにしたいと思っ

ております。

最後、参考1としまして昨年9月11日の原子力規制委員会の資料を21ページからと、参

考2としましてそのときの議事録を付けております。

説明は以上です。

○更田委員長

2つに分けて議論したいと思います。この資料8，本紙（本体）の「3．基準の改正案

（イメージ）」、別紙1に示されているもの、それが1つ目。その上で、この意見聴取の

結果と対応案についても議論したいと思いますが、まずは、この基準の改正案について、

別紙1について御質問、御意見があれば、お願いします。別紙1だけではなくて、別紙2

もそうですね、審査ガイドの部分を含めて。

石渡委員、この震源を特定せず（策定する地震動）というのは、標準応答スペクトルを

原子力規制庁の方で検討して作ってなのですが、これはこれで一件落着なのですか。それ

ともデータの収集努力みたいなものは続けられるべきものであって、前へ進んでいくもの

なのでしょうか。

○石渡委員

今回収集した地震のデータというのは、（防災科学技術研究所の）全国的なKiK-net(基

盤強震観測網）とか、ああいう観測網が整備されて以後の18年間でしたかね、18年間ぐら

いのデータだけなのです。それは地震の数でいうと90何地震かあったと思うのですけれど

も、ただ、それで十分かどうかというのは、これは議論があるところで、要するに、今後、

特にマグニチュードがあまり大きくないような、M6とか、あるいは5.5とか、そのぐらい

の地震で、例えば、ものすごく強い波が出たとか、そのようなことがもしあった場合には、

それは当然のことながら、それに関する情報を収集して、規制に取り込んでいかなければ

ならないということが生じないとは限らないと思うのです。ただ、現在までのデータは網

羅しておりますので、そういう意味では、当面はこれでいいと私は考えております。

○更田委員長

というのは、そもそもこの観測記録の収集努力というのは、事業者努力を求めていたわ

けですよね。ところが、いつまでたっても動かないから、しびれを切らして原子力規制庁
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がという経緯があったわけだけれども、今回、別紙1の通しページの5ページで見ると、

改正前のところに「観測記録を収集し、これらを基に」と書かれているけれども、改正後

には「観測記録を収集し、」というのが消えていて、そして、例えば、通しの7ページに

も、下線部のところで「地表に明瞭な痕跡を示さない震源断層に起因する震源近傍の地震

動について、確率論的な評価等、各種の不確かさを考慮した評価を参考とすること。」と

いう、これが消えて、別紙2の方ですけれども、通しの13ページですけれども、この表が

消えたわけですよね。「収集対象となる内陸地殻内の地震の例」という表が消えて、それ

で、19ページ最後に「本ガイドは、今後の新たな知見と経験の蓄積に応じて、それらを適

切に反映するよう見直していくものとする。」というのも削除されてしまったのだけれど

も､何というか､事業者の前進努力がこれで完全に免ぜられたかのように読めるのですよ。

何でもういいことになったのだと。

それから、1つには、寝っ転がって待っていれば、原子力規制庁が先にやってくれると

いう非常に悪い事例を作ってしまったといえば、作ってしまった。記録を収集して、震源

を特定せず（策定する地震動）に関しては、前へ進むのは事業者の役割だよと盛んに言っ

てきて、石渡委員なども、私もそうかもしれないけれども、CEO会議（原子力規制委員会と

原子力事業者経営層による意見交換のための原子力規制委員会臨時会議）なんかでも促し

てきたけれども、全然動かなくて、だけれども、これは重要だろうと、そこそこ重要だろ

うということで、結果としては影響はそれほど大きくなかったけれども、標準応答スペク

トルを作って、では、何で原子力規制庁、原子力規制委員会が標準応答スペクトルを作っ

たら、もう事業者の改善努力というのは免責になってしまうのか、私は理解できないので

すけれども。だから、そこははっきり書くべきだと思いますよ。残すべきというかね。ま

だまだ前に進むべきで、そのための努力は事業者の努力として残っているのだよというの

を明確に示すべきだと思います。

○森下原子力規制部原子力規制企画課長

原子力規制企画課の森下です。

事業者が新知見を集めるというのは、更田委員長のおっしゃるとおりだとまず思うので

すけれども、これについては、まず、なぜバックフイットになっているかというと、基準

を変えるからなわけで、我々がやったらこういう形でバックフイット要求になるというこ

とで、事業者にも、本件については、強制的に対応が求められる方向に進んでいるという

案件ですと。

それから、もう一つ、最後のところの審査ガイドの見直し（に関する規定）が消されて

いるというのは、これはやらないということになっているわけではなくて、先ほど申し上

げましたように、個別のガイドにこういう規定をするのではなくて、昨年12月18日の（原

子力規制委員会で）原子力規制委員会マネジメント規程（の改正で、）全体で、規則、規

定、その他の文書は定期的に見直し、改定を行うというオールマイティーの規定を入れた

ので、それで、この記述がなくなっているだけで、ここは変わっていません、規定を直す
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（審査ガイドを見直していく）ということは。

○更田委員長

（原子力規制委員会マネジメント規程に）バスケットの規定ができたから（ということ

ですね）。

○森下原子力規制部原子力規制企画課長

IRRSの指摘です、これは。個別にやっていると。

○更田委員長

それぞれに書くなと、ジェネリックに書けと。（それでは、）それはいいです（分かり

ました）。ただ、何か森下課長の最初の説明がよく分からなかったけれども。

櫻田技監。

○櫻田原子力規制技監

原子力規制技監の櫻田でございます。

事業者が科学的知見を自ら収集して、それを自分の施設の安全に反映させていくという

努力が必要だということは、これはもう論を待たないと思っています。そういうことをす

べきだということが今までの基準に書かれていたかというと、それはそうでもないと思っ

ています。

一方で、今回のこの基準解釈（設置許可基準規則の解釈）と審査ガイドの改正案という

のは、設置変更許可の審査をして、判断をするための基準なり、審査ガイドということな

ので、我々の判断のよりどころをこうしますよということを示しているので、この中に、

事業者たる者、常に最新の知見を収集してみたいなことを書く必要は多分ないのだろうと

思っています。

○更田委員長

いや、そんなことは言っていないけれども、例えば、別紙1の冒頭のページである「観

測記録を収集し、」の主体はどちらなのですか。

○櫻田原子力規制技監

今までの（設置許可基準規則の）解釈は、事業者に対して、自らが記録を収集して、地

震動を設定しなさいということを求めていましたと。今回は、それに代わるものとして標

準応答スペクトルというものを作り、それから、これまでの審査の過程からして留萌地震

を使うということを決めて、それを事業者に対して必ず使いなさいということを求めまし

たという形にしているというのが、今回の案でございます。

○更田委員長

私はそれでも納得できない。「観測記録を収集し、」というのが消える理由になってい

ないと思う。

○櫻田原子力規制技監

もちろん、事業者が観測記録を収集して、新しい記録を反映させましたということを持

ってくれば、それは我々としてもきちんと受け入れますし、そういう意味でのこの基準解
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釈（設置許可基準規則の解釈）なり、審査ガイドに縛られるものではないですよというの

は、一般論として常に存在している原則だとは思っています。

○更田委員長

私はこの（設置許可基準規則の）解釈の改正イメージ、イメージではあるけれども、こ

の記述には納得しない。（委員の中で）5分の1の意見ではあるかもしれないけれども、

明確に反対します。

ほかに、まだこれはイメージの段階ですけれども、改正案のイメージについて、御質問、

御意見はありますか。

では、これはまだイメージ案なので、もう一回ないし二回なり議論したいと思います。

それを踏まえて、（1ページの）「4．事業者からの意見聴取の結果」というところな

のだけれども、少し走り過ぎかなという気がするのは、その前に議論しておくべきことが

あるだろうと思うのは、まず、インパクトですけれども、それこそ留萌地震と大差ないで

すよねと。一部、恐らく危機に相当する部分の周波数帯で留萌地震を飛び出るものがある

だろうから、急ぐような話ではもとよりないし、その影響というのも限られているだろう

と。だけれども、継続的改善として、その双方をエンフォースして、確認していこうとい

うところなのですけれども。

ほかの4人の委員に伺いたいのですが、これは基準地震動に係るものではあるのだけれ

ども、対象施設というのはどうイメージされていますか。実用発電炉なのか、試験研究炉

を含むのか、再処理施設（はどうか）。普通に考えれば、基準地震動だから、全部関わっ

てくると考えるのが普通なのだけれども、皆さんが、委員が、事務局に聞いていない、委

員がどういうイメージを持って､お考えになっているかというのを伺いたいと思うのです。

というのは、インパクトから考えたときに、それから、もう一つは、この事務局の案を

見ていると、最初の入口のやり方として、設置変更許可の要否を事前にスクリーニングす

るというやり方も一つであろうと。

ただし、これは案件の重要さというか、案件というか、基準地震動に関わるものに関し

て､変更が必要かどうかというのを事前にスクリーニングしていいのかどうかというのは、

やや議論のあるところだと思うのです。

では、一律に申請してもらうと。このときに対象施設をどう考えるかというのもありま

すけれども、一番広く考えれば、基準地震動を策定しているところ全部が一律に申請して

くる。一律に申請してきたときに、これは変化が出ないねとなったときに、申請を取り下

げてもらうというやり方と、それから、（基準地震動が震源を特定せず策定する地震動の）

中に入っているということを確認したといって改めて許可を出すというやり方もあるけれ

ども、本文に変更が全然ないのに許可を出すという形になってしまって、これもかなり苦

しい。

さらに、4つ目のオプションとしては、そもそも次の変更のときに、それにふさわしい

記述を含めてこいという、それだけというのもなくはない。非常に軽く見るのだったら。
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ただ、これは恐らく発電用原子炉に対してはふさわしいアプローチではないだろうと思

うのですけれども、では、一律に全ての対象に対して、そもそもエンフォースするつもり

か、どうするのかという、そこをまず固めないといけないと思うのですけれども。私は発

電用原子炉なのかなというイメージを少なくとも途中から持っているのですけれども、ど

のようにお考えですか。

山中委員。

○山中委貝

もちろん実用発電用原子炉は対象になるかなと思うのですが､核燃料施設等についても、

一部対象になるものはあるかなと思うのですけれども。試験研究炉はリスクも低いので、

この対象にはならないかなと。あるいは加工施設は対象にならないかなと、そのようなイ

メージを持っているのですけれども。

○更田委員長

ほかの委員、いかがですか。

石渡委員。

○石渡委員

私も山中委員がおっしゃったことと大体似たような考えですね｡発電炉だけではなくて、

やはり再処理施設とかは関わってくるかなという感じがするのですけれども。

○更田委員長

多分、HTTR(高温工学試験研究炉）とかJRR-3とか、常陽とか、KUR(京都大学研究用原

子炉）とかはどうするのだというようなところだと思うのです。再処理施設は多分入りま

すよね、これだったら。でも、そもそも対象の再処理施設について、（新規制基準適合性

の）判断していないけれども。

お二人（田中委員、伴委員）、いかがですか。

○伴委員

お二人の委員（山中委員、石渡委員）がおつしやったことと基本的に同じで、これを明

確に今まで考えたことがなかったので、今のいきなりの問いに対してやはり想定されるの

は、発電炉は当然ですけれども、試験研究炉までは、そこまでは要らないかな。核燃料施

設等はやはり状況に応じてかな、ケース・バイ・ケースかなというのは思います。

○更田委員長

一つの言い方は、炉規法の改正があったときに、重大事故等対処施設、要するに、SA(シ

ビアアクシデント）（対策）を求められたもの、その後、原子力規制委員会の議論によっ

てウラン加工施設等を外しましたよね｡ですから、実用発電炉と再処理施設とMOX(ウラン・

プルトニウム混合酸化物）加工施設という整理の仕方はあるのだろうとは思うのですけれ

ども。

田中委員、いかがですか。よろしいですか。

○田中委員
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実用炉と再処理施設は対象だと思いますけれども、そのほかのMOX(加工施設）は微妙な

ところもあるかと思いますけれども、ほかの試験炉等について、どのように考えるかとい

うのは議論して決めるべきかなと。

○更田委員長

MOX(加工施設）は、多分、同サイトだから問題にならないだろうと思うのですよね。特

に内側に入っている、要するに、（震源を）特定して策定する地震動に包含されてしまっ

ている場合には、ほとんど影響というか、新たな作業は発生しないのだけれども。そこら

辺は明示的に議論していないけれども、基準地震動の設定についての議論をするというの

は、施設の潜在的リスクの大小に関わらず、掛かる時間、努力は同じなので、ここは少し

対象施設についての議論というのは、改めて明示的にしておく必要があるだろうと思いま

す。

それから、では、（本議題の）後半（部分）ですけれども、意見聴取の結果の中であっ

た論点それぞれについての、まず、改正後に必要な申請手続。先ほど私、先走ってやり方

は4つぐらいありますよねという話をしましたけれども、これはそもそも追加で聞きたい

のだけれども、事前審査というのは禁じられていますよね。だけれども、事前のスクリー

ニングというのはデュープロセスとして可能なのですか。

○荻野原子力規制庁長官

よろしいですか。原子力規制庁の荻野でございます。

更田委員長のおつしやる「事前審査」という言葉の認識を正確に捉えているかどうかは

別ですけれども、一般的に言って、許可を要するか否かというのは法令で明確になってい

る必要がある。誰が見ても自分が許可が必要であるかどうか（が明確である）というのは、

それは望ましいわけですけれども、実際にはいろいろ抽象的な概念で規定されているとい

うことがあると思います。

そういったときに、では、それは全部事業者のリスクにさせるのかということになるの

ですけれども、一般的な例としてはノーアクションレター（法令適用事前確認手続）とい

うような制度がありまして、これは規制対象になるのか、ならないのかというのを事前に

文書等で確認するという手続がございます。

ですから、これ自身は行政手続法そのものではございませんけれども、行政手続として

は当然あり得るものでありまして、何といいますか、許可の申請について、申請手続によ

らずに事前に審査をするという、それで、許可をするか、しないかを決めるというのが事

前審査というお話かもしれませんけれども、それとは別に、本当に許可が規制対象になる

のか、ならないのかというのは、例としては公正取引委員会とか、証券取引等監視委員会

とかで金融規制なんかをするときに、新しい規制を導入するときに、果たして自分の事業

はそれに当たるのか、当たらないのかということを行政が述べるということは、当然、一

般論としてあり得る話なのだろうと思います。

○更田委員長
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分かりました。分かったけれども、それでもやはりそこでスクリーニングでなされる議

論というのはクリテイカルなわけですよね。変更を要するか、要しないか。技術的な内容

も、審査に入ってからの議論と技術的なレベルにおいては変わらない議論をすることにな

るので、あまり前例はないかなという気はしますけれども。

○荻野原子力規制庁長官

よるしいでしょうか。原子力規制庁の荻野でございます。

あと、もう一つ、申請をした場合には、行政手続法の単純な建前を言うと、それは許可

するか、しないかを判断するのが当然で、一般的に取下げを制度的に行うというのは、実

務としてはそういうことはあり得るとは思いますけれども、取下げという制度があるとい

うことではないと思います。

○更田委員長

予定されているわけではないと。

それでは、もう一つは、一律に申請されて、特定する地震動（※正しくは、震源を特定

せず策定する地震動）よりも明らかに内側に入ったときというのは、これに対して改めて

合格を出すというか、許可を出すということはあり得るのですか、「確認しました」とい

って。

○荻野原子力規制庁長官

荻野でございます。

それは何を許可しているのかということが問題で。

○更田委員長

そうそう。標準応答スペクトルで評価したときに、（基準地震動が）内側に収まってい

る．ということを確認しましたという結果になってしまって、いわゆる今までの変更許可と

はなじまないのですよね。変更許可というのは、やはり本文に変更があったものを許可す

るというのは長い歴史を経てきているものでもあるのだけれども、そうすると、一律申請

というのがなかなか考えにくい。

○荻野原子力規制庁長官

荻野でございます。

普通、そういうことが生じないのは、新しい規制をするときに、多分、そういうことが

起きないように新しいルールの課し方を工夫しているということなのだろうと思うのです

ね。つまり、当然、許可できるのだけれども、許可に当たらないみたいなことが起きない

ように工夫しているということだと思うのですけれども、炉規法の今の運用ですと、本文

の記載が変わるか、変わらないかということで運用されているので、そこは別途、新しい

基準の書き方の問題なのかもしれません。

○更田委員長

本文事項に変更があるかどうかというのはあまり本質ではないのだけれども、例えば、

基準で要求するときに、これこれについての確認を受けていることという要求の仕方にし

51

51/53



たら、一律申請というのもあり得るわけですよね。標準応答スペクトルを用いた評価につ

いても確認を受けましたと。ですから、要求の仕方の工夫で、一律申請でそれぞれに許可

を出していくというやり方は、理屈としては取れるのだろうと思うのです。ただし、効果

的かもしれないけれども、効率的とは言えないですね。

○荻野原子力規制庁長官

事務局、荻野でございます。

補足をしますと、事務局で御提案といいますか、一つの論点として提示させていただい

たのは、そういう今回の規制のインパクト、その他を踏まえて、事業者とのやり取りなん

かを踏まえると、一つの考え方としてあり得るかなということで、若干御議論いただくた

めに用意をさせていただいたというものでございます。

○森下原子力規制部原子力規制企画課長

政府全体でなのですけれども、民間企業がある行為を行うときに、法令に抵触するかど

うかについて、予見可能性を高めるためということで、（法令適用）事前確認手続を導入

するというのが閣議決定されているという政府全体の流れはございます、平成13年なので

すけれども。それで、先ほど荻野長官が言われたような公正取引委員会とか金融庁とか、

個別の企業の相談に対して、特定の法令の特定の規定にこういうものが当たりますかとい

うことに対して回答を各省庁がするということで、これはほとんどの省庁がやっている実

績はございます。今回のは、それを見える形でやるというアイデアはあるのではないかと

いうのが、一つの今日御説明した案でございます。

○更田委員長

法令解釈とか規則解釈についての問い合わせではないですからね、これはね。だから、

そこは違いますよね。同じプロシージャの上には乗るかもしれないけれども、では、どう

するかという考え方ですが。

石渡委員。

○石渡委員

早くいえば、あれですか、審査会合みたいなものを事前にやってから、必要だと思われ

るところは申請してもらうと、そういうような形ですかね。

○森下原子力規制部原子力規制企画課長

森下です。

はい、そのようなイメージでございます。

○更田委員長

正にそうですよ。プロセスは変わらない。だから、今の審査会合というか、適合性審査

をやっているのと同じようなスキーム、具体的にはね。評価結果を聞いて、なるほど、こ

れなら申請が必要だね、ないしは申請は必要ないねという前さばきですよね。

今日決める必要はないと思いますので、各委員、次回、御自身の選択肢を持って臨んで

いただければと思います。
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それから、経過期間はそのときの議論でいいですよね。これも事務局の提案をそれぞれ

改めてよく吟味をされてということだと思いますけれども、ただ、インパクトから考える

と、留萌地震と、それから、標準応答スペクトルとの違いを考えると、これはこれまでの

バックフイットに比べれば、違ったアプローチが取り得るのではないかと思っています。

それから、前に（先ほど）申し上げた対象施設について、これも改めてそれぞれの御意

見を伺いたいと思いますので、お考えいただきたいと思います。

それでは、また引き続き作業を進めてもらって、また機会を作ってもらって原子力規制

委員会で議論をしたいと思います。ありがとうございました。

本日予定した議題は以上ですが、ほかに何かありますでしょうか。

田中委員、私から1点あって、これは先週お話しするべきだったのですが、先々週（本

年2月19日）（の原子力規制委員会臨時会議で）、JAEA(日本原子力研究開発機構）の児

玉理事長、伊藤副理事長との間の意見交換をやった際に、東海再処理施設の監視について

申し上げたことなのですけれども、東海再処理施設、やはり論点はガラス固化と、それか

ら､安全対策の二本立てになっていると。先方はもう体制をはっきり二頭立てにしたので、

並行してやりますという話だったので、やはりこちらの監視チーム（東海再処理施設安全

監視チーム）も、会合名は一つでいいのだけれども、安全対策と、それから、ガラス固化

と、今回はガラス固化について聞く、今回は安全対策について聞くというやり方で並行し

て進めるべきだと思いますので、そのように切り分けてやっていただきたいと。

今、六ヶ所再処理施設の審査も進みつつある中であるし、田中委員はガラス固化は是非

見ていただく必要があるだろうと思うのですが、場合によっては、安全対策を並行してや

るときは、例えば、山形対策監（長官官房緊急事態対策監）にでも任せて進めてもらうと

いうやり方で、田中委員がガラス固化、山形対策監が安全対策というようなやり方も取っ

ていただければと思いますので、それが2つ目の提案です。

もう一つは、これは児玉理事長がおいでになったときにも言いましたけれども、各会合

の間に、合意していったこと、合意できなかったこと、約束したことを箇条書きで1枚の

紙にまとめていって、会合の終了のときに双方の合意でその場で確定するというのをひと

つひとつの会合でやっていただきたいと思って、これは東京電力福島第一原子力発電所の

（特定原子力施設）監視・評価検討会(1F監視・評価検討会）でそういったことをやって

いますけれども、これまでの経緯を踏まえると、この点は約束したよね、この点はどうな

のだというのを毎回明確に確定していかないと、なかなかあの戦いは前へ進まないと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

○田中委員

分かりました。

○更田委員長

ほかに何かありますでしょうか。いいですか。

それでは、以上で本日の原子力規制委員会を終了します。ありがとうございました。
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